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     江 南 市 議 会 厚 生 文 教 委 員 会 会 議 録      

       令和７年９月19日〔金曜日〕午前９時30分開議        

本日の会議に付した案件 

議案第84号 損害賠償の額を定めることについて 

議案第85号 江南市立図書館に係る指定管理者の指定について 

議案第86号 令和７年度江南市一般会計補正予算（第５号） 

       第１条 歳入歳出予算の補正のうち 

        ふくし部 

        健康こども部 

        教育部 

       の所管に属する歳入歳出 

       第２条 継続費の補正 

       第３条 債務負担行為の補正 

       第４条 地方債の補正 

議案第87号 令和７年度江南市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第88号 令和７年度江南市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第90号 令和６年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について 

       のうち 

        ふくし部 

        健康こども部 

        教育部 

       の所管に属する歳入歳出 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（７名） 

 委 員 長  牧 野 行 洋 君    副委員長  伊 藤 吉 弘 君 

 委  員  掛 布 まち子 君    委  員  大 薮 豊 数 君 

 委  員  片 山 裕 之 君    委  員  石 原 資 泰 君 

 委  員  長 尾 光 春 君 

欠席委員（０名） 

委員外議員（６名） 
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 議  長  中 野 裕 二 君    議  員  堀     元 君 

 議  員  三 輪 陽 子 君    議  員  岡 地 清 仁 君 

 議  員  須 賀 博 昭 君    議  員  土 井   紫 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した事務局職員の職、氏名 

 事務局長  石 黒 稔 通 君    議事課長  間 宮   徹 君 

 主  査  伊 藤 典 子 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職、氏名 

 市長                澤 田 和 延 君 

 教育長               高 田 和 明 君 

 

 ふくし部長             酒 井 博 久 君 

 健康こども部長兼こども家庭センター長 

                   安 達 則 行 君 

 教育部長              松 本 朋 彦 君 

 

 地域ふくし課長           石 田 哲 也 君 

 地域ふくし課主幹          大 矢 幸 弘 君 

 地域ふくし課副主幹         安 藤 和 仁 君 

 

 介護保険課長            栗 本 真由美 君 

 介護保険課主幹           影 山 壮 司 君 

 

 ふくし支援課長           稲 田   剛 君 

 ふくし支援課主幹          土 谷 武 史 君 

 ふくし支援課副主幹         大日向 仁 志 君 

 

 保険年金課長            三 輪 崇 志 君 

 保険年金課主幹           鈴 木   勉 君 
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 保険年金課副主幹          岩 井 貴 臣 君 

 

 こども未来課長           向 井 由美子 君 

 こども未来課指導保育士       村 田 志 穂 君 

 こども未来課主幹          大 𦚰 宏 祐 君 

 こども未来課副主幹         中 山 享 哉 君 

 こども未来課副主幹         千 田 尊 義 君 

 

 子育て支援課長           長谷川   崇 君 

 子育て支援センター所長       奥 田 由美子 君 

 子育て支援課主幹          加 藤 あかね 君 

 子育て支援課副主幹         高 田 昌 治 君 

 

 健康づくり課長兼保健センター所長  中 山 英 樹 君 

 健康づくり課主幹          脇 田 亜由美 君 

 健康づくり課副主幹         野 中 俊 之 君 

 健康づくり課副主幹         葛 谷 美智子 君 

 

 教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長 

                   仙 田 隆 志 君 

 教育課管理指導主事         長 岡 晃 臣 君 

 教育課主幹             源 内 隆 哲 君 

 教育課副主幹            岩 田 麻 里 君 

 

 学校給食課副主幹          宇佐見 裕 二 君 

 

 生涯学習課長兼少年センター所長   藤 田 明 恵 君 

 生涯学習課主幹           前 田 昌 彦 君 

 生涯学習課副主幹          石 垣 恵 子 君 
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 スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長 

                   稲 波 克 純 君 

 スポーツ推進課副主幹        岡 地 孝 浩 君 
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午前９時26分  開 会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長  では規定の時間よりも早いですが、メンバーがそろっております

ので早めに始めたいと思います。 

 ただいまから厚生文教委員会を開会いたします。 

 初めに言いたいことはですね、ちょっと硬いですが、申し訳ない。ちょう

ど昨日ら辺から秋が始まりまして、今日は非常に涼しい朝だと思います。こ

れで皆さん、頭もすっきりされると思います。ただ、涼しくなりますと夏の

疲れが一気に出やすいと思いますので、今日は皆さんしっかり議論をしてい

ただいて、その後はゆっくり休んでいただいて、この連休で夏の疲れを取っ

ていただければと思います。 

 ここで委員会での服装ですが、時節柄、上着、ネクタイの着用につきまし

ては適宜お取り計らいくださいますようお願いいたします。 

 市長から挨拶をお願いいたします。 

○市長  皆さん、おはようございます。 

 去る９月３日に９月定例会が開会されまして以来、連日終始慎重に御審議

を賜り、誠にありがとうございます。 

 本日、本委員会に付託されました諸案件は、いずれも市政進展の上で重要

な案件でございます。何とぞ慎重に審査をいただきまして、適切なる御議決

を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではありますけれども御挨拶と

させていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○委員長  お願いいたします。 

 市長は公務が忙しいので、御退席いただきます。 

 本日の委員会の日程ですが、付託されております議案第84号 損害賠償の

額を定めることについてをはじめ９議案と、請願第10号 定数改善計画の早

期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願書の審

査を行います。 

 委員会の案件が終わりましたら、委員協議会を開催いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 審査の順序については付託順により行います。 
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 委員会での発言については、会議規則第114条において、委員長の許可を

得た後でなければ発言することができないと規定されています。質疑、答弁

とも簡潔明瞭にお願いし、挙手の上、委員長の指名後に発言してくださるよ

う議事運営に御協力いただきますようお願いいたします。 

 また、委員外議員の発言については、会議規則第117条第２項において、

委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決め

ると規定されています。このことから、所属の委員による質疑が尽きた後に、

なお、議案の審査上必要のある場合に限り、委員の皆様にお諮りした上で発

言の許否を決めてまいりたいと考えておりますので、議事運営に御協力いた

だきたく存じ上げます。 

 なお、主幹、副主幹の方は、それぞれ担当の議案のときに出席していただ

き、そのほかは退席していただいても結構です。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第84号 損害賠償の額を定めることについて 

 

○委員長  最初に、議案第84号 損害賠償の額を定めることについてを議題

といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○ふくし支援課長  議案第84号について御説明申し上げます。 

 議案書の33ページをお願いいたします。 

 令和７年議案第84号 損害賠償の額を定めることについてでございます。 

 なお、この解約金につきましては補正予算で対応してまいります。財源と

しまして、全額デジタル基盤改革支援補助金を充当してまいります。 

 以上で、議案第84号の提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○大薮委員  １点だけ。 

 この補正に関してなんですが、実際、近隣の市町との比較とかというのは

されたわけでしょうか。例えば、近隣で同じようなシステムを導入している
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ところと比較検討されたという経緯はありますでしょうか。 

○ふくし支援課長  このシステムというのは……。 

〔「ＮＥＣの」と呼ぶ者あり〕 

○ふくし支援課長  今ここで、ふくし支援課で議案を上げさせていただいた

のはＮＥＣのシステムではなくて別の生活保護システム、別の会社の生活保

護システムでございます。 

 まず、損害賠償が必要になるかどうかということなんですけれど、近隣と

いいますか、全部を調べたわけではありませんけれど、近くでは各務原市の

ほうで別のシステムでこういう同じような事例が起きまして損害賠償の議案

を上げたというような事例は聞いております。 

○大薮委員  実際各務原市も同じということですが、同様な案件で、実際に

損害賠償を払わなくてよかった市町というのは近隣にないということで、理

解でよろしいですか。 

○ふくし支援課長  場合によっては、このシステムの標準化が令和８年の３

月までにということなんですが令和８年の３月を超えてリース契約が残って

いるようなところは、損害賠償の議案を上げるか、それとも変更契約で対応

しているというような事例もあったというふうに聞いています。 

○大薮委員  結構です。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終結いた

します。 

 暫時休憩をいたします。 

午前９時33分  休 憩 

午前９時33分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第84号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし
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た。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第85号 江南市立図書館に係る指定管理者の指定について 

 

○委員長  続いて、議案第85号 江南市立図書館に係る指定管理者の指定に

ついてを議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  それでは、議案第85号につきまして御

説明申し上げますので議案書の34ページをお願いいたします。 

 令和７年議案第85号 江南市立図書館に係る指定管理者の指定についてで

ございます。 

 公の施設に係る指定管理者を下記のとおり指定することにつきまして、地

方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、議会の議決をお願いするもの

でございます。 

 提案理由といたしましては、江南市立図書館に係る指定管理者の指定期間

が令和８年３月31日をもって終了するため、次期指定管理者を指定する必要

があるからでございます。 

 参考資料といたしまして、35ページから41ページに協定書（案）を、42ペ

ージから56ページに指定管理者業務仕様書（案）を、57ページから60ページ

に図書館業務等仕様書（案）を添付させていただきましたので御参照賜りた

いと存じます。 

 議案第85号についての説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○伊藤委員  これは本会議でも出ていたと思うんですけれども、今回この新

しい図書館というか指定管理者なんですけれども、新しい取組で移動図書館

というのがちらっと出ていたと思うんですけれども、その辺り、もう少し、

分かっている範囲で結構でございますので詳しく説明をお願いいたします。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  移動図書館につきましては、現在のと
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ころ月二、三回程度、市民が拠点とする施設へ移動図書館車で出向き、図書

館の本を自ら選んで手に取って読書してもらう機会として運用を予定してお

ります。また、市のイベントにも移動図書館車で出向きまして、電子図書館

の体験など図書館利用のＰＲも行っていくことを現在のところ考えておりま

す。 

 移動図書館車が江南市内を走らせていただくことによりまして、図書館の

ＰＲにもなりますし、図書館を知っていただいて、またｔｏｋｏ＋ｔｏｋｏ

＝ｌａｂｏに足を運んでいただくことにつなげていきたいというふうに考え

ております。 

○伊藤委員  分かりました。以上です。 

○委員長  ほかに。 

○長尾委員  すみません、関連してお伺いしたいんですけど、今お話しいた

だいたことがこの協定書とか後ろの仕様書にないんですけど、どこか、私が

読み漏らしているだけならあれですけど、それって書かれないものですか。

それか、もしかして書いてあって私が見落としているだけならちょっと御指

摘いただけると。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  業務仕様書（案）、議案書の51ページ

になります。中段のス、51ページにあります。片仮名のスで、市全域で誰も

が読書できる環境の整備ということで、その下（イ）ですね。市全域で誰も

が読書できる環境の整備（移動図書館を含む）を推進することという一文を

設けさせていただいております。 

〔「括弧書きに入っている」と呼ぶ者あり〕 

○長尾委員  括弧書き。 

 ありがとうございました。私のじゃあ見落としだったということで、失礼

いたしました。 

 では次の質問をさせていただきますが、仕様書の47ページになるんですが、

大きいウ、窓口サービス業務の中の（ウ）で、年末年始の使用の話で、ちょ

っと細か過ぎて申し訳ないんですけど、書いてある内容は、年末年始の休館

日はブックポストが設置されている施設を定期的に巡回し回収することとあ

るんですけど、逆に57ページにある江南市立図書館配本等業務仕様書という
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のは年末年始は対象外となっていまして、なおかつ定期的というと、例えば

１週間に１回という話だと年末年始を全部飛び越えちゃうので結局回収され

ないというふうにも読み取れちゃうんですけど、事業者が替わっていないと

いうことで、今、例えば令和７年の正月のときはどういう運用をされていた

かというのが分かればちょっと教えてもらえると。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  配本サービスにつきましては、予約を

された本をお届けするということになります。ブックポストにつきましては

返却のみになりますので、例えば今回設けさせていただいているブックポス

トで24時間対応しているところが、図書館の屋外だとか、古北にじいろ会館

の屋外にブックポストが設置されておりますので、こちらについては24時間

返却していただくことが可能となります。 

 配本サービスにつきましては、やはり人の手でそれぞれの配本サービスの

拠点の施設が、現在ですと生涯学習課の窓口だとか宮田支所、草井支所、古

北にじいろ会館というところを設けさせていただいていますので、そちらも

開館していないということで、配本サービスのほうは年末年始なんかは少し

止めさせていただいている状況になります。 

○長尾委員  今の話からすると、じゃあ57ページの業務内容の(2)の各支所

では配本箱の回収とブックポストの図書等の回収を行うというのが、何かち

ょっと今の話だと、閉館をしているから回収しませんというのと、ここの回

収を行うと書いてあるのは何かちょっと気になるんですけど。何か言ってい

ることと、ここの回収を行うというのは、閉館しているところはしないとい

うのがどこにも入っていないので、細かい話なのであとはお任せします。適

当に直しておいてください。 

 ということで、そこはまあ置いておいて、最後です。 

 １点、49ページの一番下のところになるんですが、(4)の中の一番下の片

仮名のシの部分ですね。自動販売機は市で設置し指定管理者が管理すること

とあるんですけど、今の図書館の中に自動販売機ってなかったと認識してい

たんですけど、自動販売機は、商業棟に自動販売機はあるんですけど、図書

館の中に自動販売機ってありましたか。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  ３階のちょっと奥まっているんですけ
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れども、携帯電話で話していただく、電話ができる場所があるんですけれど

も、あと、コインロッカーがあるところの奥のところに自動販売機は設置さ

せていただいておりました。 

○委員長  ロッカールームみたいなところがあって。 

○長尾委員  すみません、私が中を分かっていなかっただけですね。ありが

とうございました。 

○大薮委員  １点要望、１点質問でお願いします。 

 まずは先に要望のほうから行こうかな。今回こうやって指定管理が替わら

れるということで今現在の図書館の運営、事あるごとに私も図書館をよく利

用させていただくんですが、大変に好評です。市民の皆さんからもすばらし

いと本当に声が出るぐらい大変好評ですので、引き続きまた、新たな方がな

るのか今回の方がなるのか分かりませんが、そういったことも含めて、ハー

ド面だけではなくてそのソフトの面においてもしっかり取り組んでいただき

たいという要望が１つ。 

 質問なんですが、そういった中で取組がしっかりされている中で、職員に

いろいろちょっと話を聞く中で、もうちょっと本の冊数が増えるといいなと

いうことをどなたも大体言われています。その辺について、今後何か指定管

理が替わるに当たっての取組等は何かございますか、あれば教えてください。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  図書館に蔵書されている本につきまし

ては、市の予算で購入させていただいております。図書館の基本計画におき

まして、図書館が開館後15年で30万冊を目標冊数とさせていただいて、今進

めているところでございます。 

○大薮委員  そこで１つ提案なんですが、先日来ずうっと、いじめですとか

いろんなことで学校における問題などがあるときによく、本来は学校側のほ

うとか市教育委員会側のほうに相談に行っていただければいいんですが、私

のほうへ来る方もお見えになって、そういった不登校の子供たちが意外に図

書館へ行って本を読んでいるんですよね。そういった現状もあり、例えば図

書館なんかに別に露骨にいじめの専門書という棚はつくる必要はないと思い

ますが、そういったものも、みんな本当に頑張って行こうねみたいなそうい

うようなもののコーナーなんかもやっぱり時期的につくられるといいかなと
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思いまして、これは提案しておきます。よろしくお願いします。以上です。 

○委員長  提案ですね。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終結いた

します。 

 暫時休憩いたします。 

午前９時44分  休 憩 

午前９時44分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第85号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第86号 令和７年度江南市一般会計補正予算（第５号） 

         第１条 歳入歳出予算の補正のうち 

          ふくし部 

          健康こども部 

          教育部 

         の所管に属する歳入歳出 

         第２条 継続費の補正 

         第３条 債務負担行為の補正 

         第４条 地方債の補正 

 

○委員長  続いて、議案第86号 令和７年度江南市一般会計補正予算（第５

号）、第１条 歳入歳出予算の補正のうち、ふくし部、健康こども部、教育

部の所管に属する歳入歳出、第２条 継続費の補正、第３条 債務負担行為

の補正、第４条 地方債の補正を議題といたします。 
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 なお、審査方法ですが、歳入歳出一括で各課ごとに審査したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、健康こども部健康づくり課について審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  それでは、令和７年度江南市一般会

計補正予算のうち、健康づくり課所管について説明させていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 議案書の68ページ、69ページの下段をお願いいたします。 

 15款４項３目１節保健衛生費交付金の説明欄、健康づくり課所管の子ど

も・子育て支援交付金でございます。 

 はねていただきまして、議案書の70、71ページの上段をお願いいたします。 

 16款２項３目１節保健衛生費補助金の説明欄、健康づくり課所管の地域子

ども・子育て支援事業費補助金でございます。 

 続きまして、議案書の74ページ、75ページをお願いいたします。 

 中段、２款１項７目布袋駅東複合公共施設費で、補正予算額は264万円の

増額でございます。 

 内容につきましては、75ページの説明欄を御覧いただきますようお願いい

たします。布袋駅東複合公共施設維持運営事業は、264万円の増額をお願い

するものでございます。 

 議案書の86ページ、87ページをお願いいたします。 

 下段、４款１項１目健康づくり費で、補正予算額は4,436万円の増額でご

ざいます。 

 内容につきましては、87ページの説明欄を御覧いただきますようお願いい

たします。予防接種事業のうち、予防接種事業は1,148万9,000円の増額をお

願いするものでございます。 

 はねていただきまして、88ページ、89ページの上段をお願いいたします。

89ページ、説明欄を御覧ください。 

 予防接種事業のうち新型コロナワクチン定期接種事業は、2,999万4,000円

の増額をお願いするものでございます。その下の母子健康管理事業は85万

3,000円の増額をお願いするものでございます。その下の母子保健事業は12
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万7,000円の増額をお願いするものです。その下のこども家庭センター（母

子保健）運営事業のうち、こども家庭センター（母子保健）運営事業は106

万円の増額をお願いするものでございます。 

 なお、委託料の産後ケア事業委託料に対しまして、特定財源として国庫交

付金が２分の１、県補助金が４分の１財源措置されますので、歳入予算に計

上しております。 

 その下のこども家庭センター（母子保健）運営事業のうち、出産・子育て

応援交付金事業は58万2,000円の増額をお願いするものです。その下の養育

医療給付事業は11万1,000円の増額をお願いするものでございます。 

 １枚はねていただきまして、90ページ、91ページをお願いいたします。 

 91ページ、説明欄上段の保健センター維持運営事業の保健センター運営事

業は14万4,000円の増額をお願いするものでございます。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  議案書89ページの中ほどにあります産後ケア事業委託料の増額

について伺いたいんですけれども、この産後ケア事業というのは新しい事業

だと思うんですけど、事業内容はどういうものだったかということと、利用

者がどれだけ増えて増額補正になっているのかちょっと教えていただきたい

です。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  産後ケア事業につきましては、出産

後に安心して子育てができるよう、心身の休養や育児のサポートをする産後

ケア事業となっております。お産と育児の疲れから体調がよくないとか、赤

ちゃんのお世話の仕方が分からないなど、お困り事に対して１人で悩まずに

まずは保健センターに相談していただいて、宿泊型の、出産医療機関で泊ま

ってサービスを受ける宿泊型とか、あと１日だけ通所で通うデイサービス型

とか、あと御家庭に助産師が訪問してサービスする訪問型の３つのサービス

があります。委託する医療機関で宿泊または通所を通して育児や授乳方法の

指導、お母さんの不安の解消や休息などの支援を受けることができます。訪

問型については助産師が自宅に訪問して育児や授乳方法の指導、沐浴などの
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支援を受けることができます。 

 この利用者の状況になりますけれども、現在、令和６年度は宿泊型のほう

が実人数で12人で延べ日数が41日、通所型のほうは実人数が２人で延べ４日、

訪問型が実人数が３人で延べ４日の利用となっています。 

 こちら、令和７年の９月10日時点では、宿泊型が95万1,200円の支出で、

通所型が２万4,000円で、訪問型が17万7,000円で、115万2,200円の執行とい

うような形になりまして、今回利用のほうが大きく伸びていますので、今回

の補正予算で対応をさせていただくと、この予算が認められれば補正予算後

の執行率というのがまた72.8％という状況になりますので、利用が伸びてい

る状況ということになります。 

 また、利用が伸びている状況としては、やはり育児不安や、育児疲労によ

る体を休めたいというお母さんとか、授乳指導を希望されている方が増加し

ただとかそういったところと、あと令和６年度から利用料の減免を開始した

といったところで減免の範囲内で受けられる方が多くお見えになると。また

出産医療機関から利用の勧奨や産後２週間の電話をかけることによって赤ち

ゃん訪問なども通じて勧奨をしているところです。あと、利便性を図るため

に、令和７年の８月からウェブでの申請もできるようにしました。こういっ

た要因があって、増加傾向にあるということを想定しております。以上にな

ります。 

○掛布委員  ちなみにこの委託している医療機関というのは、市内の産科、

産婦人科なんでしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  産後ケア事業の宿泊型につきまして

は、10医療機関と委託契約を結んでおります。そのうち、江南市内の産科に

つきましては、江南厚生病院、やまだ産婦人科の２医療機関になっておりま

す。現在利用として多いのは、やまだ産婦人科、それから岩倉市にある大野

レディスクリニック、あと北名古屋市にございますおおばやしマタニティク

リニック、江南厚生病院というような状況となっております。 

○大薮委員  関連質問です。 

 新しい事業ということで、これは例えば、市民の中へ周知させていく方法、

今おっしゃったような10の契約している機関には多分これの宣伝は行き渡っ
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ていると思いますが、それ以外でも出産をされるような市内在住の人という

のはあるかと思います。先日も小牧市で出産される方にちらっとこの話を聞

いた。実は保健センターの施設は、先日ちょっと見学させていただいて、も

う何だろう、本当に微に入り細をうがつすばらしい施設だったなというふう

に感心しておりますが、これを利用していただかない手はないなというふう

に思った次第ですが、どのように知らせる、市民皆さんにできるだけ広く知

らせる方法というのはどのようにお考えでしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  まず、市民への周知で一番初めのき

っかけになる妊娠届出書をいただき、母子健康手帳を交付する際の面談の中

でしっかりお伝えすることが重要と考えております。また定期的にウェブ、

母子健康手帳を交付するとともに母子健康手帳アプリというものの導入も促

しておりますので、そちらのほうのアプリを使っての情報配信の中でもお伝

えするというようなことを周知して、困ったときには１人で悩まずにまずは

保健センターに連絡してくださいということを徹底して取り組むといったこ

とが要になるかと思っております。 

○大薮委員  同じくそれに関連するんですが、実際市内でも最近駅にいると

外国人の方が、おなかが大きい方がたまに見えるんですね。そういった方へ

の外国人に対するケアというのは、例えば申請されたところからとか、まず

来る来ないというところからどのようにケアをされているのか。特に、やは

り見ていますと、まあ賛否両論はあると思いますが、僕はもう外国人の方に

もどんどん利用していただきたいなと思っているんですけど、それについて

市はどのような対応をしているのか教えてください。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  外国人の方の対応につきましては、

まずその方のふだん使われている言語といったところの対応した母子健康手

帳を交付する必要があるかないかといったところを確認しながら、あと対面

で面談をする際にはポケトークというツールがございますので、そちらのほ

うで対話をするような形も取っております。あと、外国人の方につきまして

も漏れなく案内ができているというような状況と把握しております。 

 妊娠届をせずに出産を迎える方というのは出産医療機関のほうから随時情

報が来ますので、そういった情報が入ればまた特定妊婦というような形で重
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点的に対応するような形を取るといった対応をしております。これまでに外

国人の方でそういった事例があったかというと、今のところは把握していな

いです。 

○大薮委員  ありがとうございます。 

 ぜひワンウエーにならないように、できるだけ外国人の方にもこれで知ら

せたからいいだろうではなくて、必ずレスポンスを、読んでいただいて理解

しましたかということで、理解したならオーケーですけど、できなければや

はりさらにもう一歩説明ができるようなシステムを構築しておいてください。

要望です。以上です。 

○長尾委員  私は、75ページの布袋駅東複合公共施設維持運営事業について

最初に聞きたいんですが、予算としては264万円計上をされており、説明を

見ると窓口・電話受付時間の見直しに伴う電話交換機の改修ということで、

私、一般質問させていただいて、窓口時間を10月１日から変えますというこ

との対応ということで分かるんですが、委託料で電話交換機の改修委託をす

るだけで128万7,000円ってちょっと高い。何を改修するんだろうそもそも、

というのがちょっと分からないので、要はその必要性が分からないのが１点

目。 

 ２点目、備品購入費、音声録音装置、時間が変わるからって何で音声録音

装置が要るのかが分からないです。もともと要るなら初めから施設ができた

ときに入れているべき話であるし、何でこのタイミングでこれが必要なのか

が分からないのでそれを、２点教えてください。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  まず布袋駅東複合公共施設の窓口と

受付時間対応の変更に伴うところにつきましては、当初の複合公共施設を設

計する段階では録音装置というものは多機能電話の端末のほうに設定するよ

うになっておりましたが、今回、本庁のほうが全通話録音というような方式

で機器を整備するということになりましたのでその辺を合わせる必要がある

と考えたことから、今回の264万円の予算を計上させていただきました。 

 備品購入費の委託料の話からになりますが、主なものが、まずは電話交換

機から通話録音装置までの機器設定のところが45万円程度、それからシステ

ムの関係でスイッチングハブといったものを２台設定する必要がありますの
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でこれが13万円程度、あとシステムエンジニアリング費、こちらが15万円程

度であとは配線、ラックのほうからＰＢＸまでが８万円程度、そういったも

ろもろのものを含めますと128万7,000円というような金額が算出されており

ます。通話録音する装置自体が17節の備品購入費で、音声録音装置といった

ものになるんですけれども、録音時間がモノラルで最大２万時間というよう

な形で対応できるものになっています。全体ですね。 

 あと、録音したデータを再生とか検索するためには専用のクライアントパ

ソコンといったものが必要になるので、そういったものの整備で135万3,000

円というような状況となっております。 

 今回ダイヤルインも同様に設定することから、令和７年９月までは９番号

に対して16チャンネルで、令和７年10月からは13番号に対して16チャンネル

というような運用を想定しております。 

 あと、ｔｏｋｏ＋ｔｏｋｏ＝ｌａｂｏにある電話交換機は日立電機製のも

のとなりますので、日立電機製と互換性のあるものを使わないと通話に障害

が発生してしまいますので、そういったところであります。 

 あと、日立電機製の電話交換機をなぶれるのが千代田電子システム株式会

社という、そこの１社に限られますのでそちらのほうと随意契約をする予定

となっております。 

○長尾委員  そもそも論、最初に言われたところの全通話録音というところ

に非常に引っかかるところがあるんですけど、本庁も替えたという話なんで

すけど、そもそも全通話録音が必要かという議論ってどこでされたか、私は、

議会は全くその話を聞いていないんですけど、どこで決定されたのか教えて

ください。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  まず、ｔｏｋｏ＋ｔｏｋｏ＝ｌａｂ

ｏの考え方につきましては、やはり健康とか医療を扱う特殊な業務等々を行

っておる関係上、よくハードクレームも受付をしておる状況があります。そ

ういった場合、やはり証拠を残すといったところにおいては録音が必要だと

いうことで適宜そういった対応をしておりました。そうした中で、本庁のほ

うも全通話録音をするという話を総務課のほうから確認をしておりますので、

そちらのほうも考慮して今回対応するということを決定したものでございま
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す。 

○長尾委員  そうすると、私が前に話をしてもう既に実施している、要は携

帯電話を導入して通話料を削減しろと、この中でも補正予算で91ページに電

話代が追加で出ていますけど、それもまた聞こうと思ったんですけど、要は

携帯電話で通話したやつって全通話録音はできないですよね。そこで言った

今のハードクレームみたいなやつは取れない状態になるじゃないですか。要

は、結局そこの方針とその携帯電話の導入というのは相反する施策になるん

ですけど、それは考慮された上で、要は今後携帯電話を全部やめて固定電話

での通話に、市役所の通話って固定するということを言った上での判断でし

ょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  総務課のほうから配付されているＰ

ＨＳの関係ですかね。そちらのほうにつきましては、事業者とか医療機関と

かのやり取りが多い、対市民と直接通話するといったところが少ない状況が

ありますので、そこは適宜切り分けて考えております。 

○長尾委員  最後に。 

 そこはまあいいよ、また改めて一般質問をやりますわ、方向性が違うので。 

 今の、ちょっとこちらに聞く話じゃないか、先ほど総務課と言って、おと

ついで終わっちゃっているので今さら聞けないんですけど。だから、さっき

も言ったように、そもそも全通話録音という話で、確かにハードクレームに

対する録音というのは必要かもしれないんですけどというのと、だからとい

って、先ほど言った91ページ、電話代が補正予算に来るぐらいで、48万円で

すよね、年間、これでいくと。ということは月４万円、通話料で４万円です

よ、要はね。仕方ないかもしれないんですけど、要はこちらから電話をかけ

て話す金額がこれですよね。これを安くする手段ってないんですか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  まずこちら、91ページの保健センタ

ー運営事業の電話料につきましては、開通の予定が９月28日からというよう

な形で、ひかり電話のオフィスエースといったもので、月額利用が440円の、

９月から令和８年３月までで７か月の3,080円というような形になっており

ます。あと通話料、電話料につきましては、代表電話56－4111の令和６年度

実績で３万円といったところがございましたので、そちらを考慮して 13万
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8,000円というような予算を算定させていただきました。 

 あと、下の電話架設料については基本工事費が2,200円で、ＮＴＴ側の交

換機の工事のほうが3,080円かかるというような形で6,000円といった予算を

計上したものでございます。 

○長尾委員  だから先ほど言ったように、携帯電話で、インターネットを使

えずにかけ放題の電話プランというのが一般の携帯電話会社にあって、

3,000円ぐらいで、月、使えるんですけど、それを使えば圧倒的に安くなる

んですけど、あえて、だから有線電話で全通話録音をしてやりますと言って

いるんですけど、そこまでしないといけないものなんでしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  こちらにつきましては、幹部会議の

ほうで意思決定されましたので、我々が反対したとしてもというところがご

ざいましたので、窓口対応につきましては検討するようにというような形で

政策会議のほうで指示が出た後、我々も電話の本数だとか窓口来客者の数を

忙しい業務の中数えておりましたが、最初は試行というような形で伺ってお

りましたが、本格実施というような形で意思決定がされたという形で、我々

もそちらに向けて本腰を入れて、本格実施に向けて予算計上させていただい

たという状況がございますのでよろしくお願いいたします。 

○長尾委員  理解しました。そちらは。 

 では、先ほど言ったように一般質問でやらせていただきます。そういう話

であれば小学校も中学校も全部、全通話録音を入れなきゃいけない話になっ

てくるんで、それも含めてどういう方針でいくのかはまた一般質問させてい

ただきます。ありがとうございます。 

○大薮委員  ぜひですね、今の、間もなく番号通知制度というのがあるわけ

ですから、ハードクレーマーに対する対応で録音をしっかり取らなきゃいけ

ないこともあると思いますので、例えば電話料金なんかも、今までだと代表

電話が携帯電話とか相手のナンバーディスプレーのほうへ出てしまうのでど

こからかかってきたかが分からないやつが、今回はちゃんと保健センターか

らかかったとか、どこどこからかかったと分かるわけですから恐らく電話料

金はがくっと下がると僕は思うんですよ、主観で申し訳ないですけど。 

 先ほど言ったように、できる限り、かかってくる電話がその電話ならいい
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んだけど、先ほど長尾委員が言ったような携帯電話等があると残念ながら録

音ができないわけですから、できるだけ携帯電話へかかってきたものも、今

度は逆にかけるときには全通話録音ができる回線でかけていただくようにし

ていただければいいと思うんです。その辺のマニュアルというのはもうでき

ているわけでしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  特段携帯電話を使うときのガイドラ

イン的なものはないんですけれども、外部非公表というような取扱いをして

いるものですから医療機関との、例えば新型コロナワクチンの接種をしてい

たときだとかは保健所だとか県の医療対策課だとかそういったところの公の

機関としか話をしないとか、あと、母子保健事業では産科、医療機関とかそ

ういったところと緊急連絡を行うときに使っているというような状況ではご

ざいましたので。 

○大薮委員  ぜひとも、今長尾委員が言ったような、通話は何時間かけても

月額料金が一定で抑えられるような携帯電話などもそういった医療機関との

連絡などはそういうのをできる限りやっぱり使っていただきたいなと、予算

を少しでも抑えていただきたいなという要望をしておきます。以上です。 

○委員長  要望ですね。 

 ほかに。 

○掛布委員  簡単な内容で、89ページの一番上にあります新型コロナワクチ

ン定期接種事業ですけれども、本会議場で議案質疑がありましたけれども、

令和７年度は国の助成が全くないということで、去年は65歳以上自己負担が

2,000円だったのが今度は4,600円になる見通しということなんですけれども、

これは今、コロナも何か喉がすごく痛くなるような変異株がはやっていると

いうことで、この変異株に有効なワクチンになるのでしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  現在流行しているのがニンバスとい

うものとなっておりますが、この使われるワクチンはニンバスに対して開発

されたものではなく、もともとの、あるオミクロン株の派生形といったとこ

ろから開発されたワクチンとなっていますので、系統でいけばニンバスもオ

ミクロン株のほうからの系統を受けておりますので、重症化予防ということ

でありましたらワクチンの接種を、希望される方は接種をしてくださいとい
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うようなところを勧奨していきたいと考えております。以前のように必ず打

てたとかそういったものではないので、それぞれの市民の方がかかりつけ医

の先生と御相談されて、接種を検討していただければと考えております。 

○委員長  簡潔明瞭にお願いします。 

 最後に。 

○掛布委員  去年高齢者のインフルエンザの予防接種もほとんど、ちょっと

時間差で始まって、同時に１回でコロナワクチンとインフルエンザのワクチ

ンが打てるよということだったんですけど、接種券はちょびっと遅れてイン

フルエンザのは送っていただいて、何か二度手間だったような気もしたんで

すけれども、今回もやはりそういう対応になるんでしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  インフルエンザとあとコロナワクチ

ンにつきましては同時期の発送はせずに、接種誤りだとかそういったものが

発生するといけないので、その接種開始の期間に間に合うように順次発送す

るというような予定で現在考えております。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いてこども未来課について

審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○こども未来課長  令和７年度江南市一般会計補正予算のうち、こども未来

課所管の補正予算について御説明申し上げます。 

 初めに、歳入でございます。 

 議案書68、69ページの下段をお願いいたします。 

 15款４項２目１節児童福祉費交付金、右側説明欄こども未来課分、子ども

のための教育・保育給付費交付金でございます。 

 最下段をお願いいたします。 

 16款１項１目２節児童福祉費負担金、右側説明欄こども未来課分、子ども

のための教育・保育給付費負担金でございます。 

 70ページ、71ページの下段をお願いいたします。 

 21款５項３目１節過年度収入、右側説明欄こども未来課分、令和６年度分



２３ 

子ども・子育て支援国庫交付金精算金をはじめ４項目でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出について御説明申し上げますので、議案書の82、83ペー

ジをお願いいたします。 

 ３款２項１目こども保育費、補正予算額は6,143万2,000円でございます。 

 内容につきましては、83ページの説明欄をお願いいたします。 

 最上段、子ども・子育て支援給付事業から最下段の母子・父子家庭自立支

援給付事業まででございます。 

 説明は以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  83ページの最上段の特定教育・保育等事業の負担金、補助及び

交付金の地域型保育給付費なんですけど、これは10月から布袋の鉄道高架下

にオープンする布袋駅ぽっぽ園みなみというのの運営費の半年分の給付とい

うことなんですけれども、要するに、10月オープンということで多分市の認

可の手続はぎりぎりに、９月末ぎりぎりに調査に行って、オーケーだったら

認可するということはお聞きしているんですけれども、それ以外で心配なこ

とがいろいろあって、要するに、その基準を満たしていればオーケーなのか

という問題で、例えば、見に行くと高架下がすっと通り抜けられるようにな

ってすごいスピードで通り抜ける、布袋駅線が通っているそこの横断歩道を

ゼロ・１・２歳の子を連れて横断をして、布袋下山公園が屋外遊戯場の代替

施設になっているので、そこまでゼロ・１・２歳の子を連れて歩いていかな

きゃいけないというすごく危ない散歩ルートになっていますね。それとあと

西日がすごくきつくて、西側の面しているところがガラス張りなので、すご

く環境として厳しいなという感じがします。あと駐車場も、保護者用の駐車

場の専用のはなくて、あの施設はなんでしたっけ。 

○委員長  トコトコ。 

○掛布委員  トコトコじゃなくて。 

〔「ＭＯＫＵ ＫＩＣＨＩ」と呼ぶ者あり〕 
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○掛布委員  ＭＯＫＵ ＫＩＣＨＩに来る方の駐車場と混ざり合った形で保

護者用の駐車場もあるものですからそういった面の、本当にこれはいいのか

なというような心配な点について、市はちゃんとチェックして業者に指導な

りそういったことはされるのでしょうか。 

○こども未来課長  まず、市のほうが認可と確認をする施設ですので、先日、

中のほうも拝見させていただきまして、面積とか、あと保育士の配置につい

ての書類とかも確認させていただきました。 

 その中で、運営の中での安全性という面ですけれども、まずＭＯＫＵ Ｋ

ＩＣＨＩの駐車場を登園と降園の際には御利用いただくというふうでは御案

内はしている中で、共有スペースですので安全性には配慮してということは

お願いしていく部分にはなるかとは思っております。 

 あと、運営の中での安全性の面については、市の認可確認施設ですので、

定期的には指導監査にも入ったりもしますし、あと園長会議などでも、参加

のほうは促していこうとは考えておりますので、毎月ではないかもしれない

ですけれども、必要な際にはそこの園の園長先生にも会議等に出席はしてい

ただくということで要請はしていこうとは思っております。 

 あと、西日の件とかについてはちょっと運営をした上で、例えば保護者で

すとか利用者からの声とかが上がってきた際には市のほうからも施設のほう

にそういった御報告とか改善のお話とかはさせていただくことになると思っ

ております。 

○掛布委員  今答弁の中でなかった屋外遊戯場、布袋下山公園で遊ばせると

いうことを前提にしてつくってあるので、横断歩道を本当にゼロ・１・２歳

の子がとことこと歩く、それがすごく危ないと思うんですけど、そのことに

ついてちゃんと業者に安全配慮をするようにというようなのをちゃんとして

いただきたいなと思います。 

 それともう一つ、保育料とかは市と同じ、同額なんですけれども、いわゆ

るプラスアルファで業者が、業者というか名鉄スマイルプラスが取っていく、

例えばシステム管理料である、何があったか知りませんけれども、ちょっと

分からないんですけど、システム管理料とかお布団代であるとか何かいろい

ろプラスアルファがくっついてくるわけですけど、そういったものについて
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も市として何らかの、あまり取り過ぎないようにとか保護者のきちんと了解

を取ってとかそういった指導というのはされるんでしょうか。 

○こども未来課長  あくまでも民間施設ですので、保育料については市の決

めた金額にはなってまいります。それ以外の例えばおむつの利用ですとか施

設の利用の金額については、入園案内の際にはきちっと比較できるような感

じで数字とかも提示させていただいた上で、御承諾の上でのお申込みという

ふうで促していっているところですので、あまりにも金額が高いとなったと

しても、それを保護者のほうにはきちんと分かるような感じで周知には努め

ていきたいと思っております。 

○掛布委員  10月オープンで、新年度からこども誰でも通園制度を始めるん

ですけど、まだ市のどうやってやるかという概要が、条例が出てこないので

分からないんですけど、この布袋駅ぽっぽ園みなみと、あと、布袋駅ぽっぽ

駅きたも４月からオープンするんですけど、それはこども誰でも通園制度の

施設として想定しておられるわけでしょうか。 

○こども未来課長  こども誰でも通園制度は４月からのものなんですけれど

も、今はまだ検討段階ではありますけれども、ｔｏｋｏ＋ｔｏｋｏ＝ｌａｂ

ｏの中に入っている布袋ぽっぽ園と10月から開園する布袋駅ぽっぽ園みなみ

とあとまた４月に南のところのすぐ隣にもう一園、布袋駅ぽっぽ園きたとい

うところが開園しますので、こども誰でも通園制度の受入れについてはその

３か所のところで、ちょっと協議はしていきたいというふうで今考えている

ところになります。 

○委員長  ほかに質疑は。 

○片山委員  今の関連なんですけど、先ほど南、北と言われたんですけど、

ちょっと僕も場所の理解が全然できていないんでそこの部分を教えてもらう

というのと、今、道路の北側の区画にできるというのは分かったんですけど、

何か、そのもうちょっと南にもできるという話なんですか、今の話は。まず

もう一回場所の確認と、あともう一個、10月からオープンということは、も

うじゃあ募集も始まっているということでいいのかな、ある程度順調に来て

いるのかなというのと、あとはもう一つ、江南にもあるじゃないですか、江

南駅にもぽっぽ園。あれと全く同じ運営の仕方をするのかなというところ、
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教えてください。 

○こども未来課長  まず布袋駅ぽっぽ園みなみの場所でございますけれども、

布袋駅の商業施設、ＭＯＫＵ ＫＩＣＨＩの北、１区画でございまして、場

所としましては布袋駅の道路を挟んだ北側の高架下で、ごみの集積場の少し

南側の１区画のところになります。 

○片山委員  そこは知っています。 

 そこ以外にもあるの。 

○こども未来課長  そこのすぐ隣のところに。 

〔「並んでいる」と呼ぶ者あり〕 

○片山委員  ああ、同じ区画のところということ。 

○こども未来課長  そうです。 

○片山委員  それで北、南と言っているのか。 

○こども未来課長  そうですね。ちょっとぱっと聞くと分かりにくいんです

けれども、というところの場所になります。 

○片山委員  了解です。場所はいいです。 

 あと、募集の件。 

○こども未来課長  募集の件ですけれども、10月入園状況でございますけれ

ども、８月21日から29日に申請受付を行いまして、今入所決定をお出しして

いるのが２歳児の方が１名、１歳児の方が６名、ゼロ歳児の方が６名という

ことで、合計13名の方に入所決定をお出ししておりますので、今回定員19名

のところを13名で今のところはスタートするということで見込んでいるとこ

ろになります。 

○片山委員  了解です。じゃああと１個、さっき質問したやつなんですけど、

一番最後、江南駅にもありますけど、それと全く同じ運営の仕方をするのか

なって。 

○こども未来課長  江南駅、布袋駅のぽっぽ園。 

〔「両方だわ、既存のもの」と呼ぶ者あり〕 

○片山委員  江南にあるじゃないですか、江南駅に。 

〔「布袋にもある」と呼ぶ者あり〕 

○こども未来課長  江南駅のぽっぽ園のほうなんですけれども、あちらは企
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業主導型といって事業所向けの施設として開設しているところになりますの

で、市が利用調整をして入所決定をする施設ではなく、開設しているところ

がその企業と提携をした上で受入れをしている施設ということになってまい

ります。 

○大薮委員  ぜひともですね。江南に限らず他市町の主要駅のぽっぽ園なん

かを見ても、もうキャンセル待ちが出ているくらい人気があります。実際に、

今は江南駅をおっしゃったんですが、企業優先なんですが、空きがあると一

般の人も通えるようになっていて、そこを空きを待っているような状態で、

駅って利便性を考えてだと思うんですけど、やっぱりいい点がいっぱいある

と思いますので、一般の保育園なんかもぜひ、お互いに連絡を取り合って、

同じレベルで人気のある園にしていただきたいと思っているんですが、その

辺はいかがでしょうか。 

○こども未来課長  ありがとうございます。 

 今回開設する園は３歳未満児の園で、その後は３歳児になってくるとほか

の園に転園ということにはなってきますので、その際には市として、公立の

保育園が連携施設ということで行っておりますので、そういったときにもき

ちっと運営ができるようにということは配慮していきたいと思っております。  

○大薮委員  言いたかったところはそこなんですよ。 

 実は、先ほど言ったように、他市町に行くと例えば３歳未満児を預かって

おるところから公立の保育園に行った途端に、サービスが悪い、態度が悪い、

対応が悪いというようなことがよくネットなんかに書かれていることが多い

んで、県内を見ていると。そうならないようにそこの推移をしっかり合わせ

ていただきたいなと思いますので、要望でお願いします。以上です。 

○委員長  要望で。 

○掛布委員  追加でいいですか。 

 すみません、今のところの下の償還金、利子及び割引料のところで、

3,040万5,000円の国庫交付金、県費負担金の返納金が生じているんですけれ

ども、返納金が生じた理由というのを教えていただけますか。 

○こども未来課長  今回こちらのほうが、給付費に対する返還が生じたもの、

給付費に対して国庫と県費をいただいていたものが多かったものですからお
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返しするものでございまして、主な内容としましては、給付費の単価を決め

る公定価格というものが、当初は見込みで加算項目を決めてお支払いしてい

たんですけれども、そこが確定したことに対して給付費のほうが少なくなっ

たため、返還ということで国と県にお返しするものになります。 

○委員長  質疑も尽きたと思いますので、この程度でとどめたいと思います。 

 続いて、子育て支援課について審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○子育て支援課長  令和７年度江南市一般会計補正予算（第５号）のうち、

子育て支援課所管の該当箇所について御説明申し上げます。 

 初めに、歳入でございます。 

 議案書の70ページ、71ページの最下段をお願いいたします。 

 21款５項３目過年度収入、１節過年度収入、右側説明欄の子育て支援課分

は、令和６年度分子ども・子育て支援国庫交付金精算金をはじめ、次のペー

ジ、73ページにわたる４項目でございます。 

 続いて、歳出について御説明申し上げますので、議案書の84ページ、85ペ

ージの上段をお願いいたします。 

 ３款２項２目子育て支援費、補正予算額は148万7,000円でございます。 

 内容につきましては、85ページの説明欄をお願いいたします。 

 最上段、子育て支援センター維持運営事業、次に子育て短期支援事業、次

にこども家庭センター（児童福祉）運営事業、次に要保護児童対策事業でご

ざいます。 

 少しはねていただきまして、94ページ、95ページの中段をお願いいたしま

す。 

 10款１項３目放課後児童費、補正予算額は893万8,000円でございます。 

 内容につきましては、95ページの説明欄、放課後子ども総合プラン事業

（放課後児童健全育成）でございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  今最後の説明にありました95ページの中段の放課後子ども総合
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プランの国庫交付金の返納金が発生した理由を教えてください。 

○子育て支援課長  こちらのものでございますが、ほとんど全て学童保育所

の関連するものでございまして、当初交付金のときに申請した額よりも少な

かったことが原因でございます。その内訳といたしましては、学童保育の支

援員の報酬、あとシルバー人材センター、あと人材派遣のための予算、そち

らの部分で全体の返還額の74％を占めております。また、あと、22％でござ

いますが、学童保育所の事務員への報酬、その部分の未執行分がございまし

て、トータルいたしますと893万8,000円の返納金が発生したということでご

ざいます。 

○掛布委員  その返納金に関してちょっと、学童保育のいわゆるおおむね40

人で支援員、補助員で２人体制で１支援の単位というカウントで補助金を

国・県から交付されているんですけれども、ずうっと見学を続けている中で

結局支援員が足らないので、２つの単位というか40人１クラスを間のパーテ

ィションを取っ払って80人単位で支援員、補助員を４人つけて80人で１つと

して運用をしていて、それでお迎えの子が増えてきて、子供の人数が40人ぐ

らいまで減ると一つに集めて、支援員、補助員２人、勤務解除というか帰っ

ていただいて、支援員、補助員２人で約半分、少なくなった子供たちを見て

いるというようなそういった運用がどこでも、どこでもというかほとんどの

ところ、パーティションを取っ払えるところはやっているんですけれども、

そういった運用で40人・40人の２つの支援の単位ということで申請して大丈

夫なんでしょうか。 

 ちょっといろいろ、この間調べたところではそういう80人を４人で見ると

いう体制は１支援の単位としかカウントされない、そう書いてあったもんだ

から今のような江南市の運用だと補助金の返還が生じてくるんじゃないかと

ちょっと心配をしてお聞きするんですけど、大丈夫なんでしょうか。 

○子育て支援課長  補助金の申請のことにつきましては、40人を１単位とし

て２人というのは今、掛布委員がおっしゃったとおりなんですけれども、一

部屋で集まると１単位としてしかみなせないということはちょっとこちらの

ほうでは把握はしておりませんでしたけれども、そういうふうにこちらのほ

うでは考えております。 
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○掛布委員  ぜひ調査していただきたいと思います。 

 今回ちょっと本当に申し訳ないぐらい学童保育に粘着して、いろいろ委員

会ごと行かせてもらったりして、御迷惑をかけたんですけれども、いろいろ

私としても勉強させてもらった中で、あれ、この運用ってまずいんじゃない、

もう全部補助金返還の対象になっちゃうんじゃないかなと思ったもんですか

ら、ぜひ調査・研究していただきたいと思います。要望しておきます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○大薮委員  布袋ですとかその他何か所か、学童ですとかフジッ子教室など

も見せていただいた中なんですが、実際見ていますと、補助員と指導員とお

二人で見ていたりとか、３人、４人というところで、私も見に行きますと、

学校みたいに椅子に座って、はい勉強だよという感じではないんで、そこら

じゅうで、てんでばらばらな動きでとても、僕は目の行き届かない仕事をし

ているなという。若い方ももちろんいるんでしょうけど、結構高齢な方が指

導員をやったりとか補助員をやったりしていて、見ていて目の行き届かない

ところがあったりするのではないかな。ある学童なんかだと子供をトイレに

行かせるにも１人補助員がついていかなきゃいけないとなると、そこは１人

になっちゃったりとかという現状。そんな中で、例えば今、本当にいかんこ

となんですけど、江南市は新聞などでどんどんいじめとかそういうものがた

たかれているような状況で果たしてこれがきちっと見られているのかどうか、

今回の補正予算の中にそういった対策というのは何か取られているかどうか、

もしあれば教えてください。 

○子育て支援課長  支援員の人数につきまして、皆さんにいろいろ御迷惑を

かけておりますけれども、不足している状況でございまして、正直に申しま

すと基準である40人に対して２人というところの配置が精いっぱいという状

況でございます。もちろん支援員がお越しいただいたりすれば、補助金の範

囲内にはなると思うんですけれども、可能な限り多く配置したいとは考えて

おります。 

 今回の補正予算の中でそのものが、反映するものがあるかと申し上げます

と、今回のは交付金の返納とか精算金のことの予算でございますのでこの補

正予算の中には特に含まれておりません。 
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○大薮委員  でしたらぜひ、こんな時代ですのできちっと許認可をしっかり

皆さんと取っていただいて、僕は支援員とか指導員を守るためにもカメラが

必要だなと思っているので、カメラは非常に、私は否定的ではなくて肯定的

なので、ぜひ、電話も全通話録音する時代ですから、やはりカメラの設置、

これをきちっと理解を得ていただいてやっぱりするべきだと思っていますの

で、提案になりますけど、ぜひともそういったところに少し力を入れていた

だきたいなと。支援員２名でやるということならば、ぜひお願いします。要

望です。 

○委員長  要望で。 

 では、議事の途中ではありますが、暫時休憩いたします。 

午前10時45分  休 憩 

午前10時57分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど子育て支援課についての審査が終わりましたので、続いてふくし部

地域ふくし課について審査をしたいと思います。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○地域ふくし課長  それでは、地域ふくし課所管の補正予算につきまして御

説明を申し上げます。 

 歳出について御説明申し上げますので、議案書の78ページ、79ページをお

願いいたします。 

 ３款１項１目地域福祉費で、補正予算額は260万2,000円でございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、続いて介護保険課について審査

をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○介護保険課長  それでは、議案第86号 令和７年度江南市一般会計補正予

算（第５号）の介護保険課の補正予算につきまして、該当箇所を御説明申し
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上げます。 

 初めに、歳入について御説明いたしますので、議案書の70ページ、71ペー

ジをお願いいたします。 

 下段の21款５項３目１節過年度収入のうち、介護保険課所管分の令和６年

度分低所得者保険料軽減国庫及び県費負担金精算金でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 次に、歳出について御説明申し上げますので、78ページ、79ページをお願

いいたします。 

 中段の３款１項２目介護保険費で、補正予算額は47万5,000円の減額でご

ざいます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、続いてふくし支援課について審

査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○ふくし支援課長  それでは、ふくし支援課所管の補正予算につきまして、

該当箇所の御説明を申し上げます。 

 初めに、歳入について御説明申し上げます。 

 議案書の70ページ、71ページをお願いいたします。 

 下段の21款５項２目11節雑入、右側説明欄、ふくし支援課分はデジタル基

盤改革支援補助金でございます。 

 その下、３目１節過年度収入、右側説明欄のふくし支援課分は、令和６年

度分障害者自立支援給付費国庫負担金精算金、ほか２項目でございます。 

 続いて、歳出について御説明申し上げます。 

 78ページ、79ページの中段をお願いいたします。 

 ３款１項３目障害者福祉費で、補正予算額は3,830万9,000円でございます。 

 次に、84ページ、85ページの下段をお願いいたします。 

 ３款３項１目生活保護費で、補正予算額は1,748万6,000円でございます。 
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 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようですので、続いて保険年金課について審査をしま

す。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○保険年金課長  保険年金課の所管につきまして説明をさせていただきます。 

 歳出でございます。 

 議案書の80ページ、81ページをお願いいたします。 

 中段の３款１項４目社会保障費の後期高齢者医療支援事業で、令和６年度

分の愛知県後期高齢者医療広域連合の療養給付費負担金の精算に伴う負担金

でございます。 

 該当箇所は以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようですので、続いて教育部教育課について審査をし

ます。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  それでは、教育課所管

の補正予算につきまして、該当箇所の説明を申し上げます。 

 初めに、歳入について御説明申し上げますので、議案書の72、73ページを

お願いいたします。 

 中段22款１項６目１節小学校債は、保育施設整備事業債でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 94、95ページをお願いいたします。 

 上段の10款１項２目教育環境費で、補正予算額は1,456万9,000円でござい
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ます。 

 その下、下段10款２項１目小学校費で、補正予算額は4,258万1,000円でご

ざいます。 

 該当箇所は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○長尾委員  １点だけ教えてください。 

 95ページ上段のいじめ・不登校対策事業なんですけど、実施するというの

は事前にお聞きしているんですけど、予算上でいくと報酬でお金が出ている

にもかかわらず、７節のところで報償費で委員謝礼というのが159万5,000円

出ているんですけど、この事業で謝礼って要るんですか。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  こちらにつきましては

別で、現在調査中の教育委員会主体で、教育委員会等方式で行っている調査

の委員謝礼となります。 

○長尾委員  というか、そもそも市の教育委員会の委員会のメンバーで調査

しているんだけど、それって普通の教育委員会の職務ではないんですか。要

は、個別にやったら謝礼を払わなきゃいけないという代物なんですか。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  こちらの教育委員会等

方式の委員につきましては、カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

大学教授、あと弁護士、医師のメンバーで、あと教育委員会の指導主事が加

わった調査委員会となります。 

○長尾委員  分かりました。通常の教育委員会のメンバーでないことは分か

ったんですけど、であったらこれは謝礼じゃなくて報酬じゃないんですか、

違うんですか、なぜ謝礼。謝礼って何か、言い回しだけですけど、扱い的に

謝礼でいいんですかね。 

○委員長  暫時休憩します。 

午前11時07分  休 憩 

午前11時09分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  当初予算のほうで報償
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費ということで上げさせていただいていた調査中の委員会につきまして、会

議の回数が増えたことによる補正をお願いするものでございます。 

○掛布委員  その件なんですけど、この謝礼の単価は幾らを設定されていた

のでしょうか、当初から。今回もそうですけど。時給とかは幾らになってい

るんでしょう。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  まず弁護士、医師につ

きましては２万2,000円、カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、大

学教授、この３名につきましては日当で5,000円です。 

○掛布委員  指導主事はただというか、なし。 

〔「もちろん」と呼ぶ者あり〕 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  そのとおりです。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  確認なんですけど、ややこしくて。 

 今のは委員謝礼の報償費のことで、これは12月案件についてのさらにの追

加ということなんですけど、その上の報酬、専門委員会委員、臨時委員のこ

の報酬合計968万円というのは江南市いじめ問題専門委員会の委員の報酬、

教育委員会が主体となって進めるけれどもいわゆる第三者委員会のいじめ問

題専門委員会ということでよかったんですね、確認ですけど。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  そのとおりです。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて生涯学習課について審

査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  それでは、生涯学習課所管の補正予算

につきまして、該当箇所を御説明申し上げます。 

 歳出について御説明を申し上げますので、議案書の96ページ、97ページ上

段をお願いいたします。 

 10款４項１目生涯学習費で、債務負担行為の限度額といたしまして７億

2,590万円をお願いするものでございます。 
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 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○長尾委員  すみません、素人質問をさせてください。 

 今の債務負担行為なんですけど、期間が令和７年度から令和12年度と書か

れているじゃないですか。議案書の40ページの指定管理料の内訳のところを

見ると令和８年度から令和12年度に支払いになっていて今年は一円も出ない

はずなんだけど、令和７年度が債務負担行為に入っているのはなぜかという

のを教えてもらっていいですか。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  実際に執行させていただく指定期間と

いたしましては令和８年度からとなりますが、令和７年度に限度額といたし

まして、５年間のこの予算の確保をお願いしていくものでございます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いてスポーツ推進課につい

て審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長  スポーツ推進課の該当箇所を御

説明させていただきますので、議案書の96ページ、97ページの中段をお願い

いたします。 

 歳出でございます。 

 10款５項１目スポーツ推進費で、補正予算額242万3,000円の増額でござい

ます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、続いて学校給食課について審査

をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 
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○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  それでは、学校給食課

所管の補正予算につきまして、該当箇所を御説明いたします。 

 歳出について御説明いたしますので、議案書の96、97ページをお願いいた

します。 

 下段10款５項２目学校給食費で、補正予算額は965万4,000円でございます。 

 該当箇所は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  新学校給食センターの建物取得費の増額ということで、金利の

上昇に伴う増額ということなんですけど、この965万4,000円というのは60回

払いの分の２回払い分ということでよろしかったですか。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  そのとおりです。 

○掛布委員  その２回払い分というのは、令和７年の何月分と何月分の支払

いということですか。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  令和７年９月１日から

12月31日分と、令和８年１月１日から３月31日までの２回分となります。 

○掛布委員  そうすると、今回の金利上昇による建物取得費の増額の60回払

いのうちの２回分ということは、30分の１が965万4,000円ということは、ト

ータル全部分割払い、15年間払い続けるとこれの30倍の金利上昇による増額、

建物取得費が、なるよという意味なんですね。そうすると総額で、前３月補

正予算で聞いたときには45億円ぐらいだったのがほとんど50億円に近くなり、

それは物価上昇で。今回はまた金利の上昇で増額となり、トータル、払い終

わるときには幾らの建物整備費になるんでしょうか。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  まず今回の金利変動に

つきまして、令和５年４月３日、これが入札公告日になりますが、こちらの

金利基準が0.846％で、今回の金利基準の改定につきましては、事業契約書

に基づきまして、建物の引渡日が今回令和７年７月15日になります。それの

２営業日前になりますので令和７年７月11日現在の金利、こちらにつきまし

ては1.681％に上昇したことに伴いまして、割賦利息が全体で２億8,964万

5,260円上昇いたしました。 
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 委員からお話がありましたとおり、これが、年四半期ごとに４回払いして

いきますので全体で60回払いとなります。１回当たりの上昇としては482万

421円で、今年度は２回払いということで965万円程度の補正をお願いすると

いうことになります。 

○掛布委員  トータルで結局幾らになる、53億円になるの。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  施設整備費につきまし

ては52億4,484万6,165円に変更になりました。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  ３月補正のときも物価変動に伴う割賦料の変更というのがあっ

て、そのときには金利の上昇分の変更はなかったんですけど、今回この場面

で増額補正というのは、いわゆる契約書に引渡しの日がいついつでという、

そういうのが入っているのでこのタイミングでの提案ということなんですか。  

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  ３月補正でお願いしま

した補正につきましては、建物の所有権移転した後に消費税相当分の一時金

を払うというものになります。３月補正のときは令和５年12月から12か月た

った後の施設整備費の物価スライド、指数が1.5以上超えている場合につい

ては変動がかかってきますので、その補正をお願いしたというのが３月のと

きでした。 

 今回につきましては、先ほど申し上げたように、令和５年４月３日の基準

金利と引渡日、令和７年７月15日の２営業日前の令和７年７月11日現在の金

利基準を比較して、金利が上昇したというものになります。 

○掛布委員  結局あれですか、ＰＦＩで業者の資金をもって活用して造った

ので、こういう金利の変動による割賦料の上昇が出てきちゃっているという、

そういうふうに理解すればよろしいですか。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  ＰＦＩ事業につきまし

ては、民間事業者が金融機関に融資を受けて事業をするものでありますので、

そういった理解です。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終結いた
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します。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時22分  休 憩 

午前11時22分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第86号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第87号 令和７年度江南市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

○委員長  続いて、議案第87号 令和７年度江南市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○保険年金課長  それでは、議案第87号につきまして御説明いたします。 

 議案書の99ページをお願いいたします。 

 令和７年議案第87号 令和７年度江南市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）でございます。 

 100ページから103ページにかけまして、第１表 歳入歳出予算補正及び歳

入歳出補正予算事項別明細書の総括を掲げております。 

 104ページ、105ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算の歳入でございます。 

 ２款１項２目子ども・子育て支援事業費補助金とその下、７款１項１目そ

の他繰越金でございます。 

 次に、歳出について御説明をいたします。 

 106ページ、107ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目基金積立金とその下、８款１項１目一般管理費でございます。 

 以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいた
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します。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  議案書の107ページにあります下段の国保のシステム改修委託

料で、全額特定財源なんですけれども、そのシステム改修の理由として、国

民健康保険税の子ども・子育て支援金分の算定に伴うシステム改修とあるん

ですけれども、ということは来年度から、国保税が子ども・子育て支援金分

が増額になって、この分は確実に国保税の値上げになるよとそういうふうに

理解すればよろしいですか。 

○保険年金課長  こちらは国民健康保険に限らず、ほかの保険においても子

ども・子育て支援金というものは賦課されることになりますが、国民健康保

険においても同様に賦課をいたしますので、この分につきましては上昇する

というふうに見込んでおります。 

○掛布委員  今、国保税の算定は医療分と介護分と、介護分は対象が限られ

ていますけど、後期高齢者支援分と３つの合算になるんですけど、そうする

と来年度からは３つプラス子ども・子育て支援金分、４つの合算の国保税の

計算という、そういうふうになるということですか。 

○保険年金課長  そのとおりでございます。 

○掛布委員  そうすると、いわゆる大体１人300円とか500円とかいろんなこ

とが出回っていますけど、情報として、この国保税に賦課される子ども・子

育て支援金分の算定というのはやはりほかの医療分とかと同じように、所得

割、均等割、平等割とかいう、そういうふうな算定方式になっていくんでし

ょうか。 

○保険年金課長  一応そういう想定はしておりますけれど、今のところまだ

細かいところの算定方法を定めた政令というものは、１月に公布されるとい

うことでありますので細かいところはまだ分かっておりませんけれど、恐ら

くそうなるのではないかと考えております。 

○掛布委員  １月にしか細かい算定方法が分からないのに、今システム改修

委託が上がっているんですけど、それは要するに確定してから、年度内にシ

ステム改修、なぶるとそういうことなんですか。 
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○保険年金課長  公布されるのは１月上旬になりますが、その前にある程度

概要というものは示されると思いますので、それに向けた準備ということで

この時期に補正をお願いしている状況でございます。 

○掛布委員  ただでさえ本当に厳しい、とんでもない高い額の国保税がさら

にこの子ども・子育て支援金分もプラスアルファになって国保税がさらに増

えるということはちょっと本当に耐えられない思いなんですけれども、普通

の保険税を払っているからその部分も含んで保険給付の利益が得られる、そ

の給付費の一部分に自分の払った国保税が入っているということなんですけ

ど、子ども・子育て支援金分の国保税を取られたけど保険給付と全く関係な

い使途に使われるわけなんで本当におかしい。本来だったら税金全体、国の

財源からちゃんと子育て支援のお金というのは使わないといけないのに、何

で医療保険、よりによって、しかも高くてしようがないこの国保税まで子育

て支援金を取られたということで本当におかしいと思うんですけど。 

 それで結局、幾ら１人当たり増えるということは全然分からないんですか。 

○保険年金課長  国のほうが試算した公表している数字によりますと、１人

当たり250円、世帯でいうと350円ということで国のほうが示しております。

月当たりになります。すみません、月当たり250円と350円になります。 

○掛布委員  詳しいことはおいおい分かってくると思うんですけれども、そ

れで、今回のシステム改修は10分の10が国の特定財源なんですけど、その後

の来年度以降の運営費とか、この分が増えたことによる市の負担増ですね。

人件費の負担が増えるとかそういうことはちょっと心配なんですけど、その

部分は国からの財源の補填は見込めるんでしょうか。 

○保険年金課長  今想定している中では、特に事務負担というのは、多少は

増えるとは思うんですけれど数字として出てくることはないと思いますので、

今のところはその分の補助金はないものと考えております。 

○掛布委員  運営費の増額はない。 

○保険年金課長  そうですね。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終結いた
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します。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時30分  休 憩 

午前11時30分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第87号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第88号 令和７年度江南市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

○委員長  続いて、議案第88号 令和７年度江南市介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○介護保険課長  それでは、議案第88号につきまして御説明申し上げますの

で、議案書109ページをお願いいたします。 

 令和７年議案第88号 令和７年度江南市介護保険特別会計補正予算（第２

号）でございます。 

 110ページ、111ページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算補正でございます。 

 次に、112ページ、113ページには、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括

を掲げております。 

 次に、114ページ、115ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算の歳入でございます。 

 ７款１項１目繰越金は２億7,511万円でございます。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 116ページ、117ページをお願いいたします。 

 上段の３款１項１目基金積立金の補正予算額は２億3,841万9,000円でござ
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います。 

 次に、下段の６款１項１目償還金及び還付加算金は3,669万1,000円でござ

います。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時33分  休 憩 

午前11時33分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第88号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第90号 令和６年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について 

         のうち 

          ふくし部 

          健康こども部 

          教育部 

         の所管に属する歳入歳出 

 

○委員長  続いて、議案第90号 令和６年度江南市一般会計歳入歳出決算認

定についてのうち、ふくし部、健康こども部、教育部の所管に属する歳入歳

出を議題といたします。 

 なお、審査方法ですが、歳入歳出一括で各課ごとに審査したいと思います
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ので、よろしくお願いします。 

 最初に、ふくし部地域ふくし課について審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○地域ふくし課長  それでは、議案第90号 令和６年度江南市一般会計歳入

歳出決算認定のうち、地域ふくし課の所管につきまして該当箇所を説明させ

ていただきますので、一般会計歳入歳出決算書の54ページ、55ページの最上

段をお願いいたします。 

 初めに、歳入でございます。 

 13款１項１目１節社会福祉費負担金の老人ホーム措置費負担金でございま

す。 

 次に、同じページの中段やや下をお願いいたします。 

 14款１項２目１節社会福祉使用料のうち、地域ふくし課所管の老人福祉セ

ンター目的外使用料（電柱）ほか５件でございます。 

 次に、少し進んでいただきまして、62ページ、63ページの最上段をお願い

いたします。 

 15款１項１目１節社会福祉費負担金のうち、地域ふくし課所管の生活困窮

者住居確保給付費負担金、ほか１件でございます。 

 次に、同じページの最下段をお願いいたします。 

 ２項２目１節社会福祉費補助金のうち、地域ふくし課所管の地域生活支援

事業費補助金、ほか１件でございます。 

 次に、68ページ、69ページの中段をお願いいたします。 

 16款１項１目１節社会福祉費負担金のうち、地域ふくし課所管の民生委員

活動費等負担金でございます。 

 次に、70ページ、71ページの上段をお願いいたします。 

 ２項２目１節社会福祉費補助金のうち、地域ふくし課所管の老人クラブ助

成費補助金、ほか３件でございます。 

 次に、72ページ、73ページの最下段をお願いいたします。 

 ３項２目３節社会福祉費委託金の厚生労働統計調査交付金でございます。 

 次に、少し進んでいただきまして、82ページ、83ページの下段をお願いい

たします。 
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 21款５項２目11節雑入のうち、地域ふくし課所管の在宅ねたきり老人等介

護慰労事業費返納金、ほか４件でございます。 

 次に、86ページ、87ページの最下段をお願いいたします。 

 ３目１節過年度収入のうち、地域ふくし課所管の令和５年度分生活困窮者

自立相談支援事業費国庫負担金精算金でございます。 

 次に、88ページ、89ページの中段やや下をお願いいたします。 

 22款１項２目１節社会福祉債のうち、地域ふくし課所管の（仮称）多世代

交流プラザ整備事業債でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 158ページ、159ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目地域福祉費で、備考欄の人件費等から167ページの備考欄上

段の民生委員事業まででございます。 

 続きまして、216ページ、217ページの下段をお願いいたします。 

 ４項１目被災者支援費で、備考欄の災害援護事業でございます。 

 説明は以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○伊藤委員  少しだけちょっとお聞きしたいんですけれども、成果報告書の

181ページなんですけれども、民生委員の方が、今成り手不足ということで

非常に大変ということを伺っております。民生委員が次の民生委員を探さな

いとということでなかなかこの辺りが非常にハードルが高いということをお

聞きしてございますけれども、この相談内容を見たところ、成果の状況、非

常に件数が多いんですよね。目標が2,700件の実績は2,738件という晴れマー

クになっているんですけれども、これはどういった相談というのが多いんで

しょうかというのがまず第１点と、この件数というのはどういうふうに算出

された件数なのかということをちょっとお聞きしたいと思います。 

○地域ふくし課長  民生委員の皆様には、地元の相談役というところで様々

な活動をしていただいております。多くは高齢者の家庭への見守り訪問等と
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かその辺が多くなってくるんですが、まずはこの件数の支援内容でございま

すが、毎月民生委員のほうが活動していただいた折に活動報告を提出いただ

いております。それの年間集計が国に提出される統計のデータの基になるん

ですが、その実績を基に件数を出しておりまして、2,738件のまずは分野別

というところで申し上げますと、高齢者に関する内容が1,843件、子供に関

することが576件、障害者に関することが62件、その他として257件というと

ころで、大半が高齢者に対する支援というふうになっております。 

 その中でも、主な相談、支援内容といたしましては、先ほども御案内しま

したが高齢者の日常的な見守り、あとは介護サービスの利用の御案内、民生

委員は行政とのパイプ役を担っていただきますので、その方々のお体の具合

とか健康の相談とかを受けた上で行政につないでいただくというようなとこ

ろの御案内など、そういった日常的な見守りの支援が1,218件、あとは家族

関係、経済的な御相談、そういったところが536件、子供の見守り支援、よ

く挨拶運動とかで登下校の際に立っていただくとかそういった御支援もして

いただいておりますので、そういった件数が173件というところになってお

ります。以上でございます。 

○伊藤委員  ありがとうございます。 

 あと211ページ、同じ成果報告書のですね。私も参加したんですけれども、

シンポジウムは非常に好評だったということをお聞きしてございます。先回

というか、防災の関係だったんですかね、たしか、地域の防災会長が出席さ

れて、非常に有意義なトークをされていたという記憶がございます。そうし

た中で、これは毎年続けていかれるものなんでしょうか。 

○地域ふくし課長  地域福祉推進シンポジウムのほうは毎年度開催をしてお

ります。市が策定します地域福祉計画と社会福祉協議会が策定します地域福

祉活動計画の推進に係るシンポジウムになりますので、費用負担を隔年度と

いう形で、毎年度実施をしております。 

 令和６年度に関しましては、先ほど委員のお話にあったように、災害と地

域づくりというところで元宮城県石巻市の社協の職員で東日本大震災の折に

ボランティアとして尽力された方を講師にお招きしまして、災害に強い地域

づくりというところで御講演をいただいております。 
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 ２部講演で、２部のほうでは市内の自主防災の取組の事例の紹介というと

ころで、飛高区と布袋区というところの区の皆様に御参加いただきまして、

トークと会談という形で考察をいたしました。 

 今年度に関しましては、また来年度から重層的支援体制整備事業というと

ころで新しい取組を実施してまいりますので、それに当たりまして包括的な

支援体制の取組というところをメインにして、将来の福祉の未来を考えてい

くというテーマを取りまして、２部講演制で、１部は有識者を招いた講演会、

２部では市長、社会福祉協議会の会長、また先ほど講師で招いた大学の講師

との３者との会談という形で福祉について語り合ってもらうというものを予

定しておりますので、また議員の皆様方には改めてご案内をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員  分かりました。また今後ともよろしくお願いします。 

 あと１点だけ、確認事項なんですけれども、213ページの要支援高齢者等

援助事業の中で、すいとぴあ江南のいわゆる浴場を使用した回数というんで

すか、それが300円の補助で１万1,674回使用されたということで、同じ人が

多分何回でも使用されているとは思うんですけれども、実際に使用された方

の人数というのは分かるんでしょうか。 

○地域ふくし課長  公共浴場の利用料補助事業につきましては、利用対象者

は60歳以上の市民でという形で、すいとぴあ江南を利用していただいた方に

１回当たり300円の補助をするという事業になっておりまして、対象は60歳

以上の市民で、初回に利用していただくときに利用者カードを発行していた

だくんですが、その発行枚数、登録の人数としては485人でございました。 

 利用の状況としましては、先ほど委員が言われたように、人によっては毎

日利用される方も見えますし、一回限りの方も見えますし、その状況に関し

てはまちまちでございました。 

○伊藤委員  ありがとうございました。以上です。 

○委員長  ほかに。 

○石原委員  決算書の163ページ、難聴の高齢者の補助金、助成についてお

聞きしたいと思います。当初予算の件数、実績の金額はここにありますので

件数をまず教えてください。 
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○地域ふくし課長  当初予算は60万円で積算をしております。60万円に対し

て、決算額が44万7,500円というところで、扶助件数としては３万円の方が

14件、２万7,500円の方が１件というところで、対象は上限を３万円として

おりますので、補聴器の購入額に対して上限３万円として支給をしておりま

す。２分の１に対する上限額が３万円ですので、２万7,500円の方はそこの

３万円に満たなかったという形になりますのでよろしくお願いいたします。 

○石原委員  多分予定していた件数まではいっていないかなと思うんですけ

れども、今後、これは医療機関なんかでも案内はしていると思うんですけれ

ども、ほかに追加して何かやるような施策はありますかね。 

○地域ふくし課長  医療機関には、身体障害者の手帳の交付に至らない方を

対象としておりますので、市内の医療機関、あとは江南厚生病院のドクター、

そこに御案内はしております。 

 今回、これは昨年度の10月１日から始まった事業でございまして、まだ実

際のところ１年が経過していない状況にございます。今年度も現状は３万円

を10件、もう扶助をしている状況がございますので、１年間を通してニーズ

を見た上で今後どうしていくかというところは考えていきたいかなというふ

うに思っております。 

○石原委員  ありがとうございます。 

 最後にちょっと要望になりますが、これはホームページ上に出ているもの

ですけど、もう少し字を大きくしたりですね。高齢者向けにもうちょっと工

夫していただけるといいかなと思いますので、要望になりますけど、以上で

す。お願いします。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  先ほど伊藤委員も質疑されたんですけど、成果報告書の213ペ

ージにあります公共浴場利用料補助事業で、実際に実人数として485人なん

ですけれども、その地域、どこの方が多かったかとかそういう分析はされて

おられないでしょうか。 

○地域ふくし課長  恐れ入りますが、485人の方の住所地までは把握はして

ございません。 

○掛布委員  本当に、高齢者のお出かけの機会をつくったということと、す
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いとぴあ江南のレストランの売上げを増やすとか波及効果も十分あったと思

うんで、これがこれで打ち切られたというのは非常に残念だということを申

し上げて、もう一個お聞きします。 

 決算書の163ページの中ほどにあります福祉タクシー料金助成事業の扶助

費ですけど、これは令和６年度から迎車回送料金200円を市が負担するとい

うことで、実質は初乗り分だとただというか、そのチケットを使えばゼロ円

で初乗り分だけは行けるということで相当利用者が増えたと思うんです。か

なり増えています、金額としては。これの交付枚数に対する実績、利用率と

して何％だったかを教えてください。 

○地域ふくし課長  令和６年度の実績で申し上げますと、配付した枚数、人

数ですね。48枚つづりを１冊配付しているんですが、高齢者が1,051人、障

害者等が639人、合計で1,690人で、そのうち使われた方の枚数になりますが、

高齢者が１万2,443枚、障害者等が7,200枚、合計で１万9,643枚でございま

して、前年度、令和５年度と比較しますと、令和５年度の実績が、枚数が１

万9,263枚でございましたので増加しているというところでございます。 

○掛布委員  今、枚数でお聞きするとそんなに枚数は増えていない、１万

9,263枚から１万9,643枚ということなんですけど、金額的には大体毎年これ

は700万円から800万円ぐらいの額だったんですけど、かなり1,453万円とい

うのは増えているんですけど、これはどういうふうに考えればよろしいんで

すか。 

○地域ふくし課長  委員が言われる決算額なんですが、令和５年度でいくと

高齢者の決算額が785万8,130円、障害者のほうが391万829円ということで、

その合算でいきますと1,176万8,959円で、先ほど令和６年度が1,453万1,400

円でしたので、700万円というのは高齢者部分なのかなというふうに思いま

す。1,453万1,400円は高齢者と障害者の合算です。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  これで終わりますので。161ページにある一番下のほうですけ

ど、扶助費として、在宅ねたきり老人等介護慰労事業費と在宅ねたきり老人

等紙おむつ支給事業費というのがあるんですけれども、これの申請方法なん

ですけど、これは本人から、あるいは介護をしている人からの申請に基づく
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ものなのか、市から対象者を把握した上で御案内をしているものなのか、ど

ういうふうな方法で使ってもらっているんでしょうか。 

○地域ふくし課長  介護慰労金とおむつの申請に関しては、あくまで相手方

の申請に基づいて給付をしているものでございます。なので、ガイドブック、

あとはケアマネジャーからの御案内等によって周知を図っているところでご

ざいます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○片山委員  ちょっと１つだけなんですけれども、成果報告書の178ページ

ですね。地域福祉の推進と、あと後ろの212ページの基幹相談事業のところ

にもあるんですけれども、令和８年度から重層的支援体制整備事業の実施が

されるということでございまして、両方の、分析のところにも書いてあるん

ですけど、各関係機関の職員の人材確保及び育成に取り組むと書いてあるん

ですね。来年度から始まるので今やってみえると思うんですけれども、例え

ば確保ということは新規に入れる予定があるのか、もう入っているのかとい

うのを教えてください。 

○地域ふくし課長  重層的支援体制整備事業につきましては、令和８年度か

ら実施予定で、まだ新たに事業を実施する内容がございます。地域との地域

づくり事業とひきこもりの方などが地域に参加していくための力添えをする

参加支援事業、そういったところの取組がまだ未実施になっておりまして令

和８年度から実施を予定しています。一応、現状では委託によってその実施

をしていく予定でございまして、委託先での人材を確保していくというとこ

ろで記述をさせていただいたものでございます。 

○片山委員  了解でございます。では、この辺は全て委託で行っていくとい

う形でよろしかったですかね。 

○地域ふくし課長  現段階においては委託を予定しております。 

○片山委員  オーケーです。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○大薮委員  ここで聞いたらいいのかな。分からないけど、違っておったら

また教えてください。 

 成果報告書の214ページです。多世代交流プラザの名前が皆さんの御努力
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で随分市民の皆さんにも浸透してきました。多くの皆さんがその設立に非常

に期待しておいでですが、いつまでたっても仮称なんですよね。 

 この後、これを仮称ではなくて本名称に変えていくスキームがあったら教

えてください。 

○地域ふくし課長  今委員がおっしゃられたように、（仮称）多世代交流プ

ラザというところで、愛称は公募してウィステリアプラザというところまで

は決まっております。 

 しかしながら、設置管理条例というところはまだ定まっておりませんので、

それにつきましては、予定としまして今年度中には、条例を改正して改めて

定めてまいりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので。 

〔「暫時休憩」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  議事の途中ですが、暫時休憩いたします。 

午前11時56分  休 憩 

午後１時13分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 続いて、介護保険課について審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○介護保険課長  それでは、議案第90号 令和６年度江南市一般会計歳入歳

出決算認定の介護保険課の所管について御説明を申し上げますので、事項別

明細書の60ページ、61ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入でございます。 

 上段の14款２項２目１節社会福祉手数料で、備考欄の介護保険課所管分、

事業者指定手数料はじめ２件でございます。 

 次に、62ページ、63ページをお願いいたします。 

 上段15款１項１目１節社会福祉費負担金で、介護保険課所管分の低所得者

保険料軽減負担金でございます。 

 次に、66ページ、67ページをお願いいたします。 
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 下段の15款４項２目３節社会福祉費交付金で、介護保険課所管分の地域介

護・福祉空間整備等施設整備交付金でございます。 

 次に、68ページ、69ページをお願いいたします。 

 中段の16款１項１目１節社会福祉費負担金で、介護保険課所管分の低所得

者保険料軽減負担金でございます。 

 次に、70ページ、71ページをお願いいたします。 

 上段の16款２項２目１節社会福祉費補助金で、介護保険課所管分の社会福

祉法人利用者負担軽減対策事業費補助金はじめ２件でございます。 

 次に、78ページ、79ページをお願いいたします。 

 中段の18款１項２目２節社会福祉費寄附金で、介護保険課所管分の企業版

ふるさと寄附金でございます。 

 次に、下段の19款２項１目１節特別会計繰入金で、介護保険課所管分の介

護保険特別会計繰入金でございます。 

 次に、88ページ、89ページをお願いいたします。 

 上段の21款５項３目１節過年度収入で、介護保険課所管分の令和５年度分

低所得者保険料軽減国庫負担金精算金及び県費負担金精算金でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 大きくはねていただきまして、166ページ、167ページをお願いいたします。 

 中段、３款１項２目介護保険費、備考欄の人件費等から、最下段の介護施

設等整備費補助事業まででございます。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○伊藤委員  １点だけお聞きしたいんですけれども、成果報告書の215ペー

ジ、介護認定事業の中で、これはだんだん要介護の方が増えてきている表で

ございますね。令和２年度から令和６年度までだんだん増えてきております。

そうした中で、やはり原則として申請からいわゆる認定結果を出すまで、そ

の間の調査員とか医師の所見とか、審査委員会を経て当然出てくるわけです

けれども、目標は30日というふうに一応書いてあるんですけれども、これは
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実際この件数の中で……。 

〔「特別会計」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤委員  間違えました。すみません、申し訳ございません。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  決算書の167ページの繰出金で不用額がとても多いんですけれ

ども、この多い理由を教えてください。 

○介護保険課長  介護保険特別会計繰出事業の不用額が多い件につきまして

は、こちらは介護保険特別会計に繰り出す市の負担分になりますが、主な理

由といたしましては、特別会計の２款に当たります介護給付費で不用額が多

く生じたものになります。 

○掛布委員  介護給付費が予定よりも随分少なく済んだので、不用額が生じ

たという意味でよかったですか。 

○介護保険課長  令和６年度の介護給付費ですが、第９期事業計画の１年目

ということで、積算しておりました内容を確認しますと、介護認定を受けた

方の人数は増えてはいるのですが、その構成比が要支援の方が多く増え、要

介護の方の伸びが少し少なかったということが出ております。そのため、予

定していた要介護の方の給付費の見込みが予定よりも下回ったということで、

予定よりも給付費の不用額が出たために、そこに充てます繰入金の額も減額

となったということになります。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いてふくし支援課について

審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○ふくし支援課長  それでは、ふくし支援課所管につきまして御説明をさせ

ていただきます。 

 決算書の54ページ、55ページの下段をお願いいたします。 

 初めに、歳入でございます。 

 14款１項２目１節社会福祉使用料、右側備考欄、ふくし支援課所管は、心

身障害者小規模授産施設目的外使用料（電柱）、外１件でございます。 
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 次に、62ページ、63ページの上段をお願いします。 

 15款１項１目１節社会福祉費負担金、備考欄、ふくし支援課所管は、特別

障害者手当等給付費負担金、外３件。 

 次に中段の３節生活保護費負担金、備考欄、生活保護医療扶助費負担金、

外７件。 

 最下段の２項２目１節社会福祉費補助金、１枚はねていただきまして、65

ページの上段、備考欄、ふくし支援課所管は地域生活支援事業費補助金でご

ざいます。 

 次に、その少し下ですが、３節生活保護費補助金、備考欄、生活保護費補

助金、外１件。 

 次に、66ページ、67ページの上段をお願いいたします。 

 15款３項２目１節社会福祉費委託金、備考欄、ふくし支援課所管は、特別

児童扶養手当支給事務費委託金。 

 その下、２節生活保護費委託金、備考欄、支援相談員配置経費委託金。 

 次に中段やや下、４項２目２節生活保護費交付金、備考欄、物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金。 

 次に、68ページ、69ページをお願いいたします。 

 中段、16款１項１目１節社会福祉費負担金、備考欄、ふくし支援課所管は、

障害者自立支援給付費負担金、外２件。 

 その２つ下、３節生活保護費負担金、備考欄、生活保護費負担金。 

 次に、70ページ、71ページをお願いいたします。 

 上段の２項２目１節社会福祉費補助金、備考欄、ふくし支援課所管は、特

別障害者手当等支給費補助金、外４件。 

 次に、72ページ、73ページをお願いします。 

 下段、３項２目２節生活保護費委託金、備考欄、ホームレス実態調査交付

金。 

 次に、82ページ、83ページをお願いいたします。 

 21款５項２目11節雑入、備考欄の最下段、ふくし支援課所管は、デジタル

基盤改革支援補助金、外10件。 

 次に、86ページ、87ページの最下段をお願いいたします。 
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 ３目１節過年度収入、はねていただきまして、89ページ上段の備考欄、ふ

くし支援課所管は、令和５年度分障害者自立支援医療給付費国庫負担金精算

金、外６件でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 168ページ、169ページをお願いいたします。 

 ３款１項３目障害者福祉費で、右側備考欄、人件費等から、175ページ上

段の在宅障害者デイサービス施設「あゆみ」整備等事業まででございます。 

 次に、少し飛びますが、210ページ、211ページをお願いいたします。 

 中段の３款３項１目生活保護費、右側備考欄、生活保護事業から、217ペ

ージ中段の物価高騰対応重点支援給付金支給事業（調整給付分）まででござ

います。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○大薮委員  成果報告書の220ページ、これはここで聞いていいのかな。 

 この751万7,000円の積算根拠というか、内訳を教えてください。 

○ふくし支援課長  この社会福祉法人きそがわ福祉会に対して、新設したグ

ループホームの施設整備費補助金でございますけれど、こちらはもともとが

国の社会福祉施設等施設整備費補助金がありまして、こちら自体が、整備費

のうち４分の３を国・県が補助します。４分の１を事業者、きそがわ福祉会

が自前で調達をします。先ほど国・県が対象経費の４分の３と言いましたが、

この４分の３のうち国と県の内訳が、国が３分の２、県が３分の１、これで

一応一通り100％になるんですけれど、市としましては、県が出しました３

分の１の２分の１を補助するというものでございます。それが751万7,000円

ということで、内訳については特に指定しないで、例えばグループホームが

施設整備費の対象にならなかった備品でございますとか外構費だとか、そう

いったものに使っていただくというようなものです。 

○大薮委員  要するに、イニシャルで使ってもいい費用ということですね。 

○ふくし支援課長  はい、そうです。 

○大薮委員  分かりました。ありがとうございました。 
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○委員長  ほかにはございませんか。 

○伊藤委員  成果報告書の221ページ、ちょっと確認なんですけれども、こ

れは生活保護の中でやはり医療扶助ですね。この表を見ると医療扶助の対象

者数が非常に多くて、取りあえず扶助費がその中で非常に、約半分の割合を

占めているということになっておりますけれども、本当に確認なんですけれ

ども、これは基本的には、医療扶助の中でジェネリックを嫌がっている方が

結構見えるということをお聞きしたんですけれども、必ず、ジェネリックが

あればジェネリックのいわゆる薬を処方していただけるように指導はしてい

るんですよね。 

○ふくし支援課長  ジェネリック医薬品につきましては、私たちもそうなん

ですけれど、基本的には医師がジェネリック医薬品の使用が可能と判断した

場合には、原則としてジェネリック医薬品が調剤されることになっています。 

 これは生活保護法の中でそのように定められておりますので、基本的には

ジェネリック医薬品が調剤されるというふうに承知しております。 

○伊藤委員  取りあえず生活保護者が嫌がったとしても、医師が必ずジェネ

リックを処方するということになっているということですね。 

○ふくし支援課長  そのとおりでございます。 

○伊藤委員  分かりました。 

 あと１点だけ。 

 186ページなんですけれども、生活困窮者のことなんですけれども、これ

も非常に、目標値があってその実績値が高くなっているということで、保護

の廃止世帯数ということなもんですから、基本的にはこれは指導されて生活

困窮者の方が努力して自立されたという、いわゆる指導がよくて、自立され

た件数が増えたという、そういう成果が上がったということでよろしいんで

しょうか。 

○ふくし支援課長  186ページで出ております実績値、死亡を除く廃止世帯

数ということですので、伊藤委員がおっしゃられたように自立をされた方も

もちろんございますが、そのほかとしましては、転出されただとか、施設入

所をされただとか、親類縁者に引取りをされたとかそういうケースもござい

ますけれど、基本的には収入増で、収入が増えて自立されたという方が多い
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と認識しております。 

○伊藤委員  分かりました。それでは、指導がよくて、自立された方が多い

というふうに解釈しておきますのでよろしくお願いします。以上です。 

○掛布委員  今の続きなんですけど、成果報告書の186ページには保護の廃

止の実績として40件なんですけど、同じ成果報告書の221ページの実施内容

のところを見ると廃止件数が82件とあるんですけど、随分大きく差があるん

ですけど、この違いというのは死亡の数、どうしてこんなに違うんでしょう

か。 

○ふくし支援課長  186ページの40件というのは、先ほども出ました死亡を

除くもので、221ページの表の一番上の右側に廃止件数82件とありますが、

42件が死亡で、残りの40件が先ほど伊藤委員の御質問に答えました廃止の事

例でございます。 

○掛布委員  221ページに関連してですけど、被保護者数、被保護世帯が増

えてきていて、本当に大変なお仕事をされているケースワーカーの精神的、

体力的な負担というのが大変なものがあるなと思うんですけど、ケースワー

カーの江南市の１人当たりの持ってみえる被保護世帯数というのは基準とし

ては80世帯までというのがあったと思うんですけど、何世帯、１人当たり持

ってみえるんでしょうか。 

○ふくし支援課長  令和７年３月31日現在の数字でちょっと申し上げさせて

もらいます。まず、ケースワーカーは６人おりまして、令和７年３月31日末

で487世帯、生活保護世帯の、受給者がございます。６人で割りますと81.2

世帯ぐらいでしょうか、それぐらいの世帯になっています。81.16世帯、

81.2世帯になりますかね。 

○掛布委員  なかなか大変な数字だと思うんですけど、それで若い、経験年

数が少ない職員だと非常にストレスも積もっていくということで、以前から

経験年数のある方と組み合わせたケースワーカーの体制というのをお願いし

ているんですけど、令和６年度の段階ではケースワーカーの経験年数はどう

なっているんでしょうか。 

○ふくし支援課長  ７年を満了した者が１人、３年を満了した者が２人、１

年６か月を満了した者が１人、１年満了した者が２人ということでございま
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す。 

○掛布委員  比較的経験が浅い方が多いんですけれども、ベテランの方と協

力し合って、助け合って頑張っていただきたいと思うんですけど、最近鈴鹿

市が生活保護の問題でいろいろ報道をされている中で、保護の申請に行った

ときにいわゆる所有資産の確認の中で、財布の中身を全部ばらばらと目の前

で開けて残金を確認するということをほかの相談者が隣にいらっしゃる中で

そういうことをやっていたということで大変な人権侵害じゃないかというこ

とで鈴鹿市はやめる方向というふうに聞いているんですけど、実は私も保護

の申請に付き添ったときに、随分前ですけれども、やはり同じように目の前

で財布の中身を確認したということがあって、私自身もちょっとそのときに

ちゃんと異議を申し立てればよかったんですけど、こんなことまでするのか

なと非常にショックを受けたんですけど、今はどうされているんでしょうか。  

○ふくし支援課長  掛布委員のほうから過去にそういう事例があったという

ことをお伺いして私もちょっとびっくりしておるんですけれど、いつの時点

から改善されたかはちょっと把握はしておりませんが、今現在、生活保護の

相談の際に財布の中身を確認するということはしておりません。本人の聞き

取りの中で、手持ち現金が幾らあるかというのをお聞きしております。聞い

ておりますので、財布の中身を確認するということはしておりません。 

○掛布委員  生活保護に関しては最後ですけれども、いわゆる国支出金、県

支出金プラス一般財源でもってすごい決算額になっているんですけれども、

いわゆる生活保護の支給、様々な給付、扶助費に対して使っている一般財源

に対しては全額地方交付税で完璧に措置をされているというふうにずっと前

から確認をしているんですけど、それで今も間違いないでしょうか。 

○委員長  暫時休憩いたします。 

午後１時38分  休 憩 

午後１時39分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○ふくし支援課長  申し訳ありません。 

 一般財源の中で、地方交付税で全額措置されているかということでしたで

しょうか。正直、全額交付税措置されているかというのは、私はちょっと勉
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強不足で承知はしておりませんが、全額かどうかは分かりませんが、地方交

付税で措置されているということは確かでございます。全額かどうかはごめ

んなさい、承知しておりません。 

○掛布委員  また自分で財政課に確認させてもらいます。 

 あと１点ですけど、決算書の169ページの人件費等のその下にあります特

別障害者手当等支給事業の特別障害者手当等給付費ですけれども、じわっと

少しずつ増えてきているんですけれども、これは前年に比べてというか実績

ですね。何人がこの給付対象者というふうになっていたでしょうか。 

○ふくし支援課長  厳密に何人というのが、１年間を通してなので、申し上

げられないので、年度の一番最後の支払いが２月払いでございまして、２月

払いの人数でちょっと申し上げさせてもらいます。令和６年の２月払いの人

数というのが161人でございました。令和７年の２月払い、これが令和６年

度分でございますけど162人で、２月払いの段階ではお一人増えただけとい

うことでした。 

○掛布委員  額が結構増えてきているのは、いわゆる月額２万9,000円とか

いうのが、月額がもうちょっと引き上がって３万円に近くなったとか、その

額の引上げに伴う増額ということでよかったですか。 

○ふくし支援課長  確かに、額としては毎年引上げされておりますので、額

が引き上げられておりますので、相対的に総支払額というのは増えていると

いうふうに考えます。 

○掛布委員  これで最後なんですけど、いわゆる自宅あるいは有料老人ホー

ムなどに入所されている要介護４・５の方がほとんど対象になってくるんで

すけど、本人とか、制度の周知がなかなか行き届かずに、とても助かる、月

に３万円も支給されますので助かる制度なんですけど、周知がどうも行き届

かない面がまだあるので、ほかの課の担当なんですけど、例えば地域ふくし

課の担当の在宅介護の寝たきり老人のおむつ代支給とか、寝たきり老人に対

する手当の対象者であるとか、要介護４・５で自宅介護されている後期高齢

者の福祉医療費補助というのがあるので、地域ふくし課であるとか保険年金

課と協力して、その人がもろにこれ、対象者とかぶってくるので、本当に、

ふくし支援課が関係するところと協力して対象者に積極的に周知をプッシュ
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型でやっていただけるようちょっと要望しておきます。 

○委員長  要望ですね。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて保険年金課について審

査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○保険年金課長  保険年金課所管の決算について御説明いたします。 

 決算書の62ページ、63ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入でございます。 

 最上段にございます15款１項１目１節社会福祉費負担金のうち、保険年金

課所管の国民健康保険基盤安定負担金はじめ３項目でございます。 

 次に、66ページ、67ページをお願いいたします。 

 上段にございます15款３項２目１節社会福祉費委託金のうち、保険年金課

所管の国民年金等事務費委託金でございます。 

 次に、68ページ、69ページをお願いいたします。 

 中段の16款１項１目１節社会福祉費負担金のうち、保険年金課所管の国民

健康保険基盤安定負担金はじめ４項目でございます。 

 次に、70ページ、71ページをお願いいたします。 

 上段の16款２項２目１節社会福祉費補助金のうち、保険年金課所管の後期

高齢者福祉医療費補助金はじめ６項目とその下にございます２節児童福祉費

補助金のうち、保険年金課所管の母子・父子家庭医療費補助金はじめ４項目

でございます。 

 次に、80ページ、81ページをお願いいたします。 

 中段やや下にございます21款４項１目１節、高齢者の保健事業と介護予防

の一体的実施受託収入でございます。 

 次に、82ページ、83ページをお願いいたします。 

 上段にございます21款５項２目４節医療費付加給付徴収金の障害者医療高

額療養費徴収金をはじめ12項目でございます。 

 次に、82ページ、83ページの中段やや下、21款５項２目11節雑入のうち、
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85ページ上段にございます保険年金課所管の後期高齢者健康診査委託費はじ

め２項目でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 174ページ、175ページをお願いいたします。 

 上段、３款１項４目社会保障費、備考欄、人件費等から、180ページ、181

ページ中段、国民年金事業までの13事業でございます。 

 大きくはねていただきまして、208ページ、209ページをお願いいたします。 

 中段にございます３款２項３目医療助成費の福祉医療費助成事業でござい

ます。 

 以上でございます。補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  決算書の209ページにあります子ども医療費助成事業で、本会

議で議案質疑があったんですけれども、子ども医療費助成の窓口負担なしと

いうことで、これに対して国民健康保険の国庫負担金の減額ペナルティーが

この令和６年度から全面的に廃止されて、国保に対する国庫負担金が増額に

なっているんですけれども、その増額措置というのは幾らで、それは一体ど

こに入っているのかが全然分からなくなっちゃったので教えてください。 

○保険年金課長  国庫負担金増額、今回の子ども医療の分が、いわゆるペナ

ルティーがなくなったことによって、医療給付費の給付費のほうが減額され

なかったということで、国民健康保険の特別会計の国からの補助金が減額さ

れることがなくなったというところで、金額についてはちょっと申し訳ござ

いませんけれど、把握をしておりません。 

○掛布委員  減額はなくなったけど、要するに、いわゆる国庫負担金分は増

額になっているはずなんだけど、その増額分が分からないという。 

 ちょっと意味が分からないんですけど、増額分は要するに県の国保連合会

のほうに直接行っちゃっているという、そういうことなんですか。 

○保険年金課長  お金自体は県を通じて市の特別会計のほうに歳入されてお

ります。 

○掛布委員  分かったような分からないような。 
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 分かりました。それで、もう一つですけど、同じ決算書の177ページに子

ども医療じゃないその他の福祉医療の助成があって、後期高齢者福祉医療の

助成とか障害者医療とか、母子福祉はさっきのところにあったんですけど、

いわゆる子ども医療費の助成に対しては、県が補助する対象がすごく狭くて

市の持ち出し分が多いということなんですけど、後期高齢者福祉医療費助成

とか障害者医療費助成とかは、あと独り親の助成というのは、県の支出対象

というのは江南市とピッチが合っているんでしょうか。 

○保険年金課長  まず、母子・父子家庭の医療につきましては、県の補助と

同一になっております。後期高齢者の補助に関しましては、ほとんどは同じ

ですけれど、若干差異がございまして江南市の補助のほうが少し手厚くなっ

ております。障害者は同じになっております。身体障害者のほうは同じにな

っております。精神障害のほうはまた差異がございます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて健康こども部こども未

来課について審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○こども未来課長  それでは、こども未来課所管の決算について御説明させ

ていただきますので、事項別明細書の56、57ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 最上段の14款１項２目２節児童福祉使用料、備考欄、保育所保育料はじめ

６項目でございます。 

 60ページ、61ページの上段をお願いいたします。 

 14款２項２目２節児童福祉手数料、備考欄、病児・病後児保育利用手数料

でございます。 

 62、63ページの上段をお願いいたします。 

 15款１項１目２節児童福祉費負担金、備考欄、こども未来課の児童扶養手

当支給費負担金及び児童手当費負担金でございます。 

 64、65ページの上段をお願いいたします。 

 15款２項２目２節児童福祉費補助金、備考欄、こども未来課の子ども・子
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育て支援体制整備総合推進事業費補助金はじめ６項目でございます。 

 66、67ページの中段をお願いいたします。 

 15款４項２目１節児童福祉費交付金、備考欄、こども未来課の子ども・子

育て支援交付金はじめ５項目でございます。 

 68、69ページの中段をお願いいたします。 

 16款１項１目２節児童福祉費負担金、備考欄、こども未来課の子どものた

めの教育・保育給付費負担金はじめ３項目でございます。 

 70、71ページの中段をお願いいたします。 

 16款２項２目２節児童福祉費補助金、備考欄、こども未来課の施設型給付

費等補助金はじめ７項目でございます。 

 72、73ページの下段をお願いいたします。 

 16款３項２目１節児童福祉費委託金、備考欄、母子父子寡婦福祉資金事務

委託金でございます。 

 74、75ページの下段をお願いいたします。 

 16款４項５目１節児童福祉費交付金、備考欄、地域児童福祉事業等調査事

務市町村交付金でございます。 

 78、79ページの上段をお願いいたします。 

 18款１項２目１節児童福祉費寄附金、備考欄、こども未来課の寄附金でご

ざいます。 

 82、83ページの上段をお願いいたします。 

 21款５項２目５節保育園給食費徴収金、備考欄、３歳以上児徴収金及び保

育園職員徴収金でございます。 

 86、87ページの中段やや下をお願いいたします。 

 21款５項２目11節、備考欄、こども未来課の障害児通所給付事業利用料は

じめ９項目でございます。 

 88、89ページの上段、やや下をお願いいたします。 

 21款５項３目１節過年度収入、備考欄、こども未来課の令和５年度分児童

手当費国庫負担金精算金はじめ３項目でございます。 

 同じページの下段をお願いいたします。 

 22款１項２目２節児童福祉債、備考欄、保育園施設改修事業債はじめ４項
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目でございます。 

 次に、歳出をお願いいたします。 

 大きくはねていただき、182ページ、183ページをお願いいたします。 

 下段の３款２項１目こども保育費、人件費等から、198、199ページ中段の

子ども・子育て支援施設整備促進事業まででございます。 

 説明は以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○伊藤委員  成果報告書の118ページ、これも一般質問なんかで各議員が言

われていたことなんですけれども、保護者の送迎用の駐車場ですね保育園の、

これが非常に危ないということで、私も小鹿保育園を通ったときに道路に止

めて送迎、保護者の車が非常に危なかったという印象があるんですけれども、

令和６年度は布袋北保育園で令和７年度は宮田南保育園、小鹿保育園という

のは残っているとは思うんですけれども、あと保育園の統廃合の関係もあり

ますし、その辺りも非常に難しいところなんですけれども、その辺りをどの

ように考えてみえるのかということをちょっとお聞きしたいです。 

○こども未来課長  現在保育園で、市のほうとかで駐車場が整備できていな

いところが小鹿、あずま保育園、あと宮田南保育園だったんですけれども、

宮田南は令和７年７月に賃貸借ということで園のすぐ横の駐車場を御用意さ

せていただくことができました。あずま保育園につきましては、今年度で統

廃合ということで今も運用のほうでカバーはさせていただいているところに

なります。小鹿保育園につきましても、運用のカバーと地域の方の御協力と

いうことではやっているんですけれども、ただ、今の駐車場の用意ができて

いない小鹿保育園とか以外にも布袋西保育園も、今近くの商業施設のところ

の御協力で止めさせていただいているということで、少し営業時間とかの関

係で常時止めることが難しいことはございますので、引き続き駐車場の確保

とか整備に向けては進めていきたいと考えているところでございます。 

○伊藤委員  分かりました。 

 あと139ページなんですけれども、保育園保育等事業の中で、これは保育
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士の配置基準の見直しがあったものですから、その辺りで、当然新規採用正

規職員と会計年度任用職員からの正規職員の登用という２通りの方法で足り

ない保育士を確保していくという話が前出ていたと思うんですけれども、そ

うした中で、今現在この配置基準どおりにされているのかどうかをちょっと

お聞きしたいです。 

○こども未来課長  昨年度の定数条例改正の際には、保育士も新配置基準と

いうことで、４歳・５歳が30対１から25対１、３歳児が20対１から15対１と

いうことで、改正があった分については職員の配置ということはさせていた

だいております。１歳児につきましては令和10年度に向けて、まだ予定です

けれども、６対１から５対１ということで配置基準の改正が見込まれている

中、まだ今は全園ではないんですけれども、園児の入園数に合わせて、来年

度以降もなるべく５対１の配置ができるようにということで職員を配置させ

ていただく中、今年度については、今の３歳・４歳・５歳の配置基準につい

ては新配置基準どおりの配置ができている状況でございます。 

○伊藤委員  分かりました。 

 あと140ページ、最後の質問なんですけれども、これも保育管理システム

運用事業ということで今年の１月から運用を開始しているということ、非常

に高価なシステムなんですけれども、これを入れたことによって当然保育士

と保護者、非常に利便性が高くなったということで思っているわけでござい

ますけれども、その辺りの、これだけお金をかけた中で保育士とか保護者か

らの評判とか、あと気になるのは課題の中で段階的にデジタル化を進めると

あるんですけれども、これに対して費用がまたかかってくるわけでしょうか。  

 その２点を教えてください。 

○こども未来課長  まず今回の新しいシステムを１月から導入させていただ

いた中で、利用していただいている保護者とか、あと、園の保育士の意見と

しましては、今まで欠席とかをするときに電話連絡をしていたところが新し

いシステムでもって欠席するという連絡が取れるということで、電話をかけ

る手間、負担とか、電話を取る負担が減ったという御意見ですとか、あと給

食の献立も写真で見られたりということで、そういった部分での園の様子が

すぐ分かったり、あと今まで紙で手紙を出していたところもネット上で見ら
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れたりカラーで見られる、あと園としては今まで印刷していたものが減った

りということで、運用面での御意見としては、いい御意見をいただいている

ところでございます。 

 あと段階的に更新を実施していくというお話ですけれども、こちらは、今

年度の予定では新たにまた保育日誌ですとか身体検査の記録を今のシステム

で保護者に見ていただけるような状況の機能を拡充していくことを検討して

いる中、こちらは当初の予算の、導入で入れた予算をそのまま使いますので、

別途経費がかかるものではないものでございます。 

○伊藤委員  分かりました。以上です。 

○委員長  ほかに。 

○片山委員  今の質問の関連なんですけれども、今のってキッズビューです

よね、このシステム。１月から導入されたということで、成果報告書の140

ページのところに、保護者からの満足度調査というのが3.9ポイント、5.0ポ

イントが上限で、目標が3.5ポイントだから、目標以上にはなっているんで

すけれども、今1.1ポイント足りていなかったということは保護者からはど

ういった御意見があったんですか、足りていない意見として。 

○こども未来課長  この1.1ポイントの部分かどうかは分からないんですけ

れども、御意見の中では、今まで給食の献立を紙で出していたものが、今は

デジタル化ということでネットで見ていただくんですけれども、従前どおり

紙のものが欲しいという御意見ですとか、あと兄弟で入園してみえる方に対

して、園からお知らせを流すときに兄弟それぞれ２通届いてしまっていると

いうことで、それを見ないと既読にならないというような部分がございまし

たので、そちらの御意見についてはまた導入業者のほうにフィードバックし

まして、少しずつ改善ということで今行っているところでございます。 

○片山委員  分かりました。 

 下の課題のところに、今後改善につなげていくと書いてあるんで、その辺

のところを含めて改善していくということですね、分かりました。 

○委員長  ほかに質疑は。 

○掛布委員  その続きのような質疑ですけれども、今16園がこの保育管理シ

ステムなんですけど、残りの指定管理園２園というのはどういうシステムで
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やっておられるんでしょうか。 

○こども未来課長  指定管理の２園についても、それぞれこういった同じよ

うな機能のシステムを導入しておりますので、同じように通知とかはシステ

ム上で行っております。 

○掛布委員  これはまだ１月から運用なので本当に３か月だけなんですけど、

１年通して運用するとランニングコストというのはどうなるかということと、

あと、指定管理園というのはこのシステムの導入、運用というのを指定管理

料の中で賄っているという、そういうことなんでしょうか。 

○こども未来課長  このシステムですけれども、導入に際しては、デジタル

田園都市の国家構想交付金を使わせていただきましたので、システムとして

はまず令和６年度に導入しているという状況でございます。その中で、令和

７年度のランニングコストで申し上げますと、予算上の数字ですけれども、

ランニングコスト、令和７年度は763万9,000円ということで、通信回線料が

116万円、機器保守が119万円、システム利用料が528万円という状況になっ

ているところでございます。 

 あと指定管理園につきましては、指定管理料もお支払いしている中、指定

管理業者のほうでそちらのほうは用意しているところでございます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 簡潔明瞭にお願いいたします。 

○掛布委員  決算書の185ページ、成果報告書の136ページに２年かけてやる

初年度分のあずま・中央保育園の統合、民間保育園の新設の経費が、185ペ

ージの上のほうにあります認可保育所等整備促進事業というふうにあるんで

すけれども、説明会があと１回を残して今終わっているんですけれども、い

わゆる園庭がすごい狭く感じられるんですが、基準はもちろん満たして、ち

ゃんと基準を満たして造っていると思うんですけれども、その基準で造られ

ていてもあれだけ狭いということは一斉に子供たち220人が園庭に出て遊ぶ

ということはちょっと不可能だと思うんですけど、そんなふうなことで承知

しておられるんでしょうか。 

○こども未来課長  まず基準については、きちっと満たした面積で、園庭も

用意されております。今、ほかの園もなんですけれども、ゼロ歳から５歳児
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が、体の大きさですとか動きも異なる中、なかなか同時に全園児が園庭で一

堂に会してということはまれな状況でございますので、そちらのほうは、今

度開園になった後、事業者のほうにもけががないようにとかそういったとこ

ろでは配慮していただくように話していきたいと思っております。 

○掛布委員  苦情処理の機関として、地域の民生委員とか区長とかが入った

第三者委員会か何か、それが立ち上がっていないといけないんですけど、そ

の立ち上がりというのは確認されておりますか。 

○こども未来課長  確認しております。していくというか、きちっと第三者

委員として地区の方で指定した方ということで、掲示もしていただく必要が

ございますので、そこはやっていく予定にしております。 

○掛布委員  まだこれから確認ということなんですね。 

 あと、いわゆる保護者も入った三者協議会で、いわゆる延長保育料を幾ら

にするかとか一時保育の保育料を幾らにするとか、そういった保護者負担で

購入する、いわゆる保育に必要なものをどれだけ認めていくかということを

もうやられていないと、もう入園申込みなんですけど、そういったものは確

認、三者協議会の立ち上がりというのを確認されておるんでしょうか。 

○委員長  暫時休憩いたします。 

午後２時10分  休 憩 

午後２時11分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁をお願いします。 

○こども未来課長  新しく開園する民間の保育園の延長保育料とか一時預か

りの料金についてはもうアイグランのほうが御案内チラシを作っている中で、

金額までは明記はしていないんですけれども、延長保育料、一時預かり料金

については今後市と協議していくというふうで書いてある中、今協議中では

ございますけれども、市と同額ということで進めていく予定にしております。  

○委員長  では、簡潔明瞭にお願いいたします。 

○掛布委員  さっきマイクなしで言い始めたんですけど、成果報告書の138

ページの記載として、事業内容が、民間事業者に補助金を交付するとなって

いるんですけれども、そのいわゆる中身を見るとその他特定財源というのは、
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これは民間事業者から実費徴収した、これを基にして分筆をする、そういう

事業、決算になっているので補助金を交付するという事業内容ではちょっと

おかしいのではないかと思ったんですけど、これはどういうことなんでしょ

うか。 

○こども未来課長  こちらの事業内容が一番上のところ、子ども・子育て支

援施設整備促進事業ということで、大きいくくりの事業としては、施設の誘

致というか開園に向けて民間事業者が参入していったときに補助金を交付さ

せていただくということで事務事業として上げているものの内容ということ

になっております。その中の業務活動として、今回、病児保育と発達支援施

設を開設するということでしたので、事務事業の下に業務活動をちょっとぶ

ら下げさせていただいたというか区分けさせていただいた結果、事業内容と

してはちょっと異なるんですけれども、目指す成果としては、病児保育施設

の整備に向けてということで、ここの事務事業の中にひもづけさせていただ

いておりますので、少し業務内容とは異なることにはなっているとは承知し

ております。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて子育て支援課について

審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○子育て支援課長  それでは、子育て支援課の所管分について御説明させて

いただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の60ページ、61ページの最下段をお願いいたします。 

 14款２項７目１節教育総務手数料です。備考欄、子育て支援課、放課後児

童健全育成手数料でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、62ページ、63ページの２段目をお願い

します。 

 15款１項１目２節児童福祉費負担金、備考欄、子育て支援課、母子生活支

援施設措置費負担金でございます。 
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 次に、１枚はねていただきまして、64ページ、65ページの上段をお願いし

ます。 

 15款２項２目２節児童福祉費補助金、備考欄、子育て支援課、児童虐待対

策等総合支援事業費補助金、以下２項目でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、66ページ、67ページの中段やや下をお

願いします。 

 15款４項２目１節児童福祉費交付金、備考欄、子育て支援課、子ども・子

育て支援交付金、以下２項目でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、68、69ページの上段をお願いします。 

 15款４項５目１節教育総務費交付金、備考欄、子育て支援課、子ども・子

育て支援交付金でございます。 

 続きまして、同じページの中段やや下、16款１項１目２節児童福祉費負担

金、備考欄、子育て支援課、児童委員活動費負担金、以下２項目でございま

す。 

 次に、１枚はねていただきまして、70ページ、71ページの中段をお願いし

ます。 

 16款２項２目２節児童福祉費補助金、備考欄、子育て支援課、地域子ど

も・子育て支援事業費補助金、以下３項目でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、72ページ、73ページの中段やや上をお

願いします。 

 16款２項６目１節教育総務費補助金、備考欄、子育て支援課、放課後子ど

も教室推進事業費補助金、以下２項目でございます。 

 次は２枚はねていただきまして、76、77ページの上段、やや下をお願いし

ます。 

 17款１項１目２節使用料及び賃貸料、備考欄、子育て支援課、交通児童遊

園自動販売機設置場所貸付収入でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、78ページ、79ページの上段をお願いし

ます。 

 18款１項２目１節児童福祉費寄附金、備考欄、子育て支援課、寄附金でご

ざいます。 
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 次は少しはねていただきまして、86ページ、87ページの下段をお願いしま

す。 

 21款５項２目11節雑入、備考欄、子育て支援課、子育て短期支援利用料、

以下３項目でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、88ページ、89ページの中段をお願いし

ます。 

 21款５項３目１節過年度収入、備考欄、子育て支援課、令和５年度分子ど

も・子育て支援国庫交付金精算金、以下４項目でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 大きくはねていただきまして、198、199ページの下段です。 

 ３款２項２目子育て支援費でございます。備考欄、人件費等から、208ペ

ージ、209ページの上段、子ども会活動助成事業までの13事業でございます。 

 次に、大きくはねていただきまして、320ページ、321ページの下段、10款

１項３目放課後児童費でございます。備考欄、放課後子ども総合プラン事業

（放課後児童健全育成）から、322ページ、323ページの下段、放課後子ども

総合プラン事業（放課後子ども教室）までの２事業でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○石原委員  当初予算のところにあった新規事業で、子育て世帯訪問支援事

業というのがあったと思うんですけど、今回の実績になかったということは、

多分対象がなかったんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。 

○子育て支援課長  こちらの今石原委員に御指摘いただいた事業のほうは、

今年度から始まるものでございまして、令和６年度の決算にはちょっと載っ

ていません。申し訳ございません。 

○石原委員  大変失礼しました。 

○伊藤委員  成果報告書の120ページ、子育てや家庭の不安の解消といった

中で、家庭児童相談等件数が非常に多いんですけれども、件数自体が。課題

の中では児童虐待とか発達が気になる子供の発達相談が増えているというふ
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うに書いてございます。ちょっと気になるので、何の相談が一番多いという

ことなんでしょうかね。 

○子育て支援課長  主要施策の成果報告書の中で、家庭児童相談等件数とい

うことで2,856件の数値が記載されてございます。 

 こちらのほうは子育て支援センター、こども家庭センター、育児支援家庭

訪問事業の中での相談件数の合計でございます。今お尋ねの一番多いものと

いたしましては子育て支援センターで、生活習慣、例えば睡眠とかトイレと

か、あとは子供の食事とかその辺のことを聞かれることが一番多くて７割ち

ょっとを占めております。 

○伊藤委員  なるほど、分かりました。 

 あと１点です。 

 145ページの、これもやはり先ほど、掛布委員とちょっとかぶらんことは

ないんですけれども、いわゆる40人学級とかあったんですけれども、学童保

育の関係ですね。それがやはりこの課題の中で、今後市採用の支援員の退職

が進むと支援単位が維持できなくなる可能性が高まるということだもんです

からこの辺りの今後の方向性というんですか、市が考えていることをちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。 

○子育て支援課長  学童保育のほうにつきましては、待機児童のことでいろ

いろ御心配をおかけして申し訳ございません。その実際の原因といたしまし

ては、やはり施設の不足と何よりも支援員の不足ということになります。今

後、支援員のほうの確保については難航することが予測されますので今後も

支援員の確保については努力を続けたいとは考えておりますけれども、まず

は、今、市役所の中に支援員がいないことによって活用できていない学童保

育所が幾つもございますので、そちらをまず活用することを最優先したいと

考えております。そのためには、今事業として実施しております人材派遣を

使ったりとか、将来的には民間委託とかそういったことをさせていただいて

今ある施設のほうを活用して、主要施策に書いてあるようなことにならない

ように進めていきたいと考えておるところでございます。 

○大薮委員  成果報告書の122ページです。 

 令和４年から実際に小学生の利用が、６年生まで拡大されてこれで３年と
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いうことで、ある程度落ち着いてきたと思います。そんな中で、例えば３年

間やってみた中でよかったことが何かあれば、もしくはちょっとやっぱりこ

ういうところは今後課題として改良していかなきゃいけないなと思われるこ

となどがあればちょっと教えていただきたいと思います。 

○子育て支援課長  もう６年生まで拡大してから３年たちます。よかったこ

とといたしましては、やはり今ある江南市の中で６年生までは少なくとも募

集ができるようになったということは、親御さんからの感謝の言葉はいただ

いておるところでございます。ただし、やはり施設のほう、先ほど申し上げ

た支援員の不足のこともありますけれども、全員を受け入れることができて

いないというところが一番の課題でございます。ただ、施設さえあれば、８

割ぐらいの学童保育所に関しては６年生まで受け入れることは可能ではござ

いますので、先ほどの繰り返しになってしまいますけど、民間委託を進める

か、あとは施設が足りないところに関しては民間の学童を誘致したりとか

様々な方法が考えられますが、何分予算も絡んでくることでございますので、

一つ一つ検討を進めていかなくてはいけないかなとは考えております。 

○大薮委員  現在、全地域で全ての学童でやっているわけではないというこ

とですよね。全部でやっているんですか、学童は全てで６年生まで、これは

全部やっているんですか。 

○子育て支援課長  市内全学童で、６年生まで募集は、入れるようにはなっ

ております。 

○大薮委員  分かりました。ありがとうございます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  決算書の323ページの最上段にあります学童保育の需用費、消

耗品費というのが215万7,585円あるんですけれども、これは学童保育用の消

耗品費というとこれで学童保育用の児童書が買っていただけているんではな

いかと思うんですけど、この消耗品費の使い方はどうなっていたでしょうか。 

○子育て支援課長  こちらの御指摘いただきました消耗品につきましては、

おっしゃるとおり学童保育のところで使わせてもらっている消耗品でござい

ます。もちろん御指摘いただいた本とかもございますけれども、工作で使う

折り紙とかのりとかそういった様々なものが含まれておりますので、全13学
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童で使っている金額がこちらだということでございます。 

○掛布委員  非常に学童保育の中の読書環境が、なかなか言葉では言い表せ

ないほど、ちょっと残念な状況で、支援員からも何とかならんのかという、

支援員が自ら本を持ってきたりそういう状況とか、ぼろぼろの本がいつまで

も置いてあって、読書の時間をつくっても、もう同じ本がぼろぼろになって

いるので子供たちが見向きもしないというふうな声を直接聞いておりますの

で、ぜひこの消耗品費をしっかりアップしていただくか、立派な図書館から

の配本サービスもしっかり利用できるように体制を整えて、本当に子供たち

がきちんと落ち着いて過ごせるような学童保育の読書環境というのを整備し

ていただきたいという、要望です。 

 もう一点ですけど、中段のところの役務費で、本会議で議案質疑がありま

したけれども、支援員補助人材派遣手数料という471万2,569円、これは人材

派遣というかシルバー人材センターからの１人１日２時間のいわゆる安全管

理、安全監視のためのシルバーだということで、いわゆる補助員じゃない人

を何でこんなもったいなく、補助員にもカウントできないような人材派遣の

人をこうやって雇っているのかな、もったいないな、せっかくだったら補助

員でカウントできる４時間勤務とか、だって、シルバー人材センターの人は

支援員にはなれないけど補助員にはなれるわけですから、なぜそういった補

助員でもない人を人材派遣で入れているのかなというのが不思議だったので

お尋ねします。 

○子育て支援課長  シルバー人材センターにお願いさせてもらっているのは、

今御指摘のとおり支援員の目が届かない部分の見守りの目を増やすというこ

とと、あと実際、支援員には様々な業務がございますけれども、その一部の

床の清掃とか、もちろんトイレも含みますけれども、そういった清掃のこと

もやっていただいております。それをやっていただくことによって支援員や

補助員の保育に注力する部分の力が増える、そういった部分も期待してやら

せていただいております。また、お越しいただいている時間帯は一番子供が

多い時間帯でございますので、支援員としては非常に助かっているというこ

とでございます。 

 もし、シルバーのほうから支援員とか補助員になりたいという方がお見え
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になれば、こちらに当然申し込んでいただければ喜んで受け入れさせていた

だきたいと思っております。 

○掛布委員  同じ323ページのその下の下のところ、支援体制強化事業です

けど、これまた３時間勤務の事務員を学童保育に入れていただいて、成果報

告書の146ページにありますけれども、月によって配置人数が違っていて、

２月、３月は８人配置というふうになっていますが、残念ながら課題のとこ

ろを見ると放課後子ども教室も学童保育もいわゆる事務員をわざわざ、支援

員、補助員でもない事務員をわざわざ入れて、システム用タブレット端末を

使って欠席とかの連絡をそれで受ける係というふうになるんですけど、ここ

に書いてあるようにせっかく入れたタブレット端末の使い道がこれだけでは

もったいない。もっと、いわゆる事務員やタブレット端末をもっとちゃんと

有効に使って学童保育内容の充実とか支援員の負担軽減につなげる道という

のはあると思うんですけど、この点はいかがでしょうか。 

○子育て支援課長  こちらのタブレットでは、今のところはきずなネットと

いうものを使って親御さんとの出欠連絡とかそういったものをさせていただ

いておるところでございます。今は当然タブレットを使っておりますので、

将来的には支援員の出勤簿とかそういったものもこれでやり取りができるよ

うになれば、より事務負担も減ってまいりますので、そういう活用のほうは

将来的には考えていきたいと思っております。 

○掛布委員  何かしつこいようですけれども、ちょっと事務員の働いていた

だいている業務内容がいまいち本当に有効な働き方なのかな。これ、支援員、

補助員プラス事務員ということで８人、この決算状況では出ているんですけ

れども、さっきの保育管理システムのところにあった、いわゆるお便りをつ

くって配信するとか、こうだったよというのをお返しするとか、今日どんな

出来事があったかという記録もされていない。だから一日一日、事務員がい

らっしゃるのに学童保育の結果がデータで残っていない、手書きが残ってい

っているだけで保護者にお返しする学童保育のお便りもないし、学童保育の

日誌もない。だから、もうちょっとこの働き方をちゃんとしていただきたい

と思うんですけど。 

○子育て支援課長  今のタブレットの使い方として、活用して助かっている
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なということは今申し上げた出欠連絡、あとは実際の学童保育所の施設とか

が壊れているところの画像を直接送ってもらったりとか、そういったことで

少しずつですけれども活用の幅は広げていっておりますので、今委員がおっ

しゃっているようなことも、もちろんそういうふうに使えるのがベストでご

ざいますので、そういう活用の方法については今後も検討をしていきたいと

は考えております。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて健康づくり課について

審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  それでは、議案第90号 令和６年度

江南市一般会計歳入歳出決算認定について、健康づくり課の所管について御

説明申し上げますので、事項別明細書の54ページ、55ページをお願いいたし

ます。 

 初めに、歳入でございます。 

 上段の14款１項１目１節総務管理使用料、備考欄、健康づくり課所管の布

袋駅東複合公共施設使用料、以下４件でございます。 

 ３枚はねていただきまして、61ページ上段をお願いいたします。 

 14款２項３目１節保健衛生手数料、備考欄、健康づくり課所管の休日急病

診療所診療収入、以下５件でございます。 

 １枚はねていただきまして、62、63ページ中段をお願いいたします。 

 15款１項２目１節保健衛生費負担金、備考欄、健康づくり課所管の未熟児

養育医療給付費負担金、以下３件でございます。 

 １枚はねていただきまして、64、65ページ中段をお願いいたします。 

 15款２項３目１節保健衛生費補助金、備考欄、健康づくり課所管の疾病予

防対策事業費等補助金、以下５件でございます。 

 １枚はねていただきまして、66、67ページ下段をお願いいたします。 

 15款４項３目１節保健衛生費交付金、備考欄、健康づくり課所管の子ど

も・子育て支援交付金、以下２件でございます。 
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 １枚はねていただきまして、68、69ページ下段をお願いいたします。 

 16款１項２目１節保健衛生費負担金、健康づくり課所管の未熟児養育医療

給付費負担金でございます。 

 １枚はねていただきまして、70、71ページ下段をお願いいたします。 

 16款２項３目１節保健衛生費補助金、健康づくり課所管の健康増進事業費

補助金、以下６件でございます。 

 ３枚はねていただきまして、76、77ページ上段をお願いいたします。 

 17款１項１目１節土地建物貸付収入、健康づくり課所管の土地貸付収入で

ございます。 

 次に、17款１項１目２節使用料及び賃貸料、健康づくり課所管の布袋駅東

複合公共施設自動販売機設置場所貸付収入でございます。 

 １枚はねていただきまして、78、79ページ上段をお願いいたします。 

 18款１項１目１節総務管理費寄附金、健康づくり課所管の寄附金でござい

ます。 

 ２枚はねていただきまして、82、83ページ中段をお願いいたします。 

 21款５項２目６節健康診査等実費徴収費、健康づくり課所管の健康診査実

費徴収金でございます。 

 ２枚はねていただきまして、86、87ページ下段をお願いいたします。 

 21款５項２目11節雑入、健康づくり課所管の公衆衛生実習指導業務委託費、

以下９件でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 少し飛んでいただきまして、124ページ、125ページをお願いいたします。 

 ２款１項７目布袋駅東複合公共施設費、備考欄中段の布袋駅東複合公共施

設維持運営事業でございます。 

 大きく飛んでいただきまして、218、219ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目健康づくり費、備考欄、人件費等から進んでいただきまして

233ページの備考欄の上段、保健センター維持運営事業の次世代自動車導入

事業まででございます。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありますか。 

○伊藤委員  成果報告書の192ページの、これはマイレージの関係なんです

けれども、成果の状況の中でカードの交換者数が雨マークになっていますよ

ね。これって交換は当然するんですけれども、アプリのみになって交換はさ

れていない方もいるということでいいんでしょうか。その辺りの人数という

のは把握できているんでしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  健康マイレージアプリによる優待カ

ードの交換者数の実績が91人で、目標の200人を達成していない状況となっ

ております。 

 アプリの登録者数、利用状況、令和６年度はアプリの登録者数が411人で、

紙のポイントカードが134人で、545人の参加となっておりました。令和５年

度と比較しますとアプリのほうは239人から順調に増加している一方で、紙

のポイントカードのほうは205人から134人に減少している状況です。運営経

費の縮減とか職員の事務負担の軽減などを考慮して、今後はアプリのみでの

利用促進といったところを現在考えておるところでございます。 

 参加賞のほうについては、令和５年度が444人に対して令和６年度が545人

というような形で101人増加しておるので、影響は大きくないものと考えて

おりますが、今後もマイレージ事業が本人の健康行動に寄与するような形で

運用できるように、また交換者数が多いほかの自治体の取組も研究しながら

参加者を増やせるような方策を検討していきたいと考えております。 

○伊藤委員  分かりました。 

 この前、アピタ江南西店で、消防の救急フェアと一緒にやっていたような

気がするものですから、またそうした取組をしっかりやっていただきたいと

思います。 

 それと次のページ、194ページなんですけれども、これは私も高齢者なも

んでちょっと聞きたいんですけれども、高齢者用肺炎球菌の接種率とか帯状

疱疹の接種率、これは非常に悪いんですけれども、節目、節目というか50歳、

65歳とか75歳とかいろいろあると思うんですけれども、節目で受けられない

方が途中の年齢、61歳とか62歳とか63歳とかそういう人たちは拾ってもらえ
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ないということなんですか、補助金は出ないということなんですかね。確認

なんですけど、すみません。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  高齢用者肺炎球菌ワクチンを満65歳

で接種せずに今後接種を希望する方については、75歳以上の方及び65歳以上

75歳未満で心臓とか腎臓、呼吸器または免疫機能に障害を有する身体障害者

手帳１級相当の方を対象とした高齢者の肺炎球菌接種助成で接種することが

可能となっております。なお、対象とならない年齢での接種は全額自己負担

での接種というような状況となります。 

○伊藤委員  分かりました。間の年齢というのは自己負担ということですよ

ね。分かりました。５年に１回だけは拾ってもらえるというか10年に１回で

すよね、拾ってもらえるということですね。分かりました。 

 あと、ちょっと気になるのは235ページの、これも帯状疱疹ワクチンの予

防接種率が非常に悪いということで、助成率も悪いということで、それの分

析をされているのかとか、その隣のページ、234ページのこれはインフルエ

ンザの関係なんですけれども、中学３年生と高校３年生の方が、相当者とい

うことなんですけれども、非常に助成率が悪いということで、この辺りはも

う少し多いような、私は感じているんですけれども、その辺りの分析という

のはどのように考えてみえますでしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  初めに、235ページの帯状疱疹ワク

チンの接種のほうですけれども、目標を２％という設定をしておりますが、

この接種率はさきに先行導入していた自治体の接種の状況を参考にして、対

象者の２％が接種していたという状況がありましたのでその目標を２％とし

ました。実績がこちらは0.96％で、１％弱になるんですけれども、未達の状

況になっております。その要因としては、多くの自治体が２回接種が必要な

不活化のシングリックスのワクチンの接種に対して２回助成しておりますが、

江南市は１回しか助成していないといったところがあります。また、令和７

年度より65歳以上の方は定期予防接種の開始がされるといったようなことが

報道などでも発表されましたことから、対象となる年齢までに接種を控えよ

うとするような方が一定数いたものと考えている状況であります。しかしな

がら、今後も接種を希望する方が必要な時期に接種が受けられるよう、新た
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に50歳を迎える方に対しましては、帯状疱疹ワクチンの助成の案内通知を送

付させていただきまして、またホームページなどでも周知啓発に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、234ページのインフルエンザの助成、中学３年生と高校３年生のと

ころになりますが、こちらは中学３年生相当でまず話をしますと、令和４年

度が329人、令和５年度が372人、令和６年度が379人、高校３年生だと、令

和４年度が307人、令和５年度は少し減りまして251人、令和６年度は330人

というような状況となっております。 

 こちらのほうですけれども、インフルエンザの予防接種の助成制度は、自

治体が実施するもののほかに各種保険者のほうが助成をしたりだとか、また

企業の福利厚生として助成を実施するものがあり、助成額についても市の

1,000円を上回るものもあります。これらの助成制度を利用して接種費用の

全額の助成を受けられた方は市の制度を利用する必要がなくなるため、これ

までの利用実績を踏まえて今後も予算のほうを確保して、適切な執行に努め

てまいりたいと考えております。 

○伊藤委員  分かりました。よろしくお願いいたします。 

 あと１点なんですけれども、休日急病診療所の関係なんですけれども、こ

れは、特に年末年始の関係なんですけれども、一般の方から非常に電話がつ

ながりにくいということとか、すぐいわゆる定員がいっぱいになってしまっ

て、やむを得ず江南厚生病院に連絡して行ったという話をよくお聞きするん

ですけれども、電話がつながらないということは電話の本数が少ないのか、

対応される方が少ないのか、またすぐいっぱいになるということで、いわゆ

る受入れ枠、その辺りの人数をちょっと知りたいのと、どうしてそのような

形になっているかということを把握してみえるかということをちょっとお聞

きしたいです。 

○委員長  時間かかりますか。 

〔「休憩してからでもいい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  議事の途中でありますが、暫時休憩いたします。 

午後２時51分  休 憩 

午後３時07分  開 議 
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○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑を続行します。 

 先ほどの伊藤委員の質問に対する答弁をお願いします。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  貴重なお時間をいただきましてあり

がとうございます。 

 まず休日急病診療所の通常の受付体制ですけれども、事務員が１人、医療

事務スタッフが２人、看護師が３名で受付応答をやっております。 

 インフルエンザの流行期、年末年始におきましては、医療事務を２人から

３人にして、また看護師のほうを３人から４人にして応対をしております。 

 しかしながら、休日急病診療所の電話回線というものは１回線１チャンネ

ルというような形でしかありませんので、１通話が、ずうっと通話中になり

ますと、話し中でつながらないといったような状況もございます。 

 そうした中、少しでもこの通話の時間が短くなるようにという形で、以前

は代表電話で発熱患者とのやり取りをしておりましたが、携帯電話を購入し

まして、直接発熱患者との聞き取りなどをするような体制をつくりましたの

で、こちらの話しにくい状況というのは、現在も変わりはないんですけれど

も、今はコロナのほうが５類になったというような形で、直接来院していた

だいても構わないというような状況で対応をしておりますが、やはり人手が

足らない状況には変わらないもんですから、年末年始、課長、私自らが出勤

して当日の患者の対応をしているというような状況がございます。最少の経

費でといったところで、やはり患者とのトラブルが発生すると責任者を出せ

という決まり文句がありますので、そういったところの対応を我々市の職員

が対応しているといったところもございます。 

 しかしながら、発熱症状があって１日経過していない状態で、抗原検査キ

ットを使ってインフルエンザとコロナの検査を同時でやっておりますけれど

も、やはり８時間以上経過していない状態で検査をしても正確に出ないとい

うようなところがありますので、そちらのほうはなるべく発熱してから24時

間経過した頃に御来院されると正確に診断できますよというような話を電話

対応の中でしていただいて、どうしても見てほしいという場合は、お待ちい

ただきますけれどもお願いしますというような協力を求めてやっているのが
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状況であります。 

○伊藤委員  １日のキャパというのか、何人受け入れる体制になっているん

ですか。その部分もちょっと聞いたんですけれども。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  まず医師の働き方改革といったよう

な配慮が必要になってきますので、一つの目安として午前20人、午後20人の

40人というような形で基準を設けておりますが、年末年始につきましては午

前20人のところを35人、午後も35人というような、１日70人を処理するとい

うような形で対応をしております。 

○伊藤委員  分かりました。以上です。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○長尾委員  決算書の125ページをお願いします。 

 布袋駅東複合公共施設維持運営事業の光熱水費、電気使用料が今年642万

6,699円と出ているんですけど、昨年、令和５年度の実績520万円で、１年で、

特に運用が変わったという話は聞いていない中、120万円電気代が上がって

いるんですけど、この要因、分かりますでしょうか。 

 また、多分これ図書館、保健センター、地域交流センター、全部まとめて

ここに上がっていると思うんですけど、それぞれ施設ごとに内訳って分かり

ますか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  こちらの布袋駅東複合公共施設の光

熱水費につきましては、共用部のエスカレーター、エレベーター、トイレな

どの対象の電気、水道、下水道使用料となっております。 

 令和６年度の11月30日までは中部電力との契約をしておりましたが、令和

６年12月から岐阜電力のほうに契約を変えました。中部電力のほうが毎月15

日締めでありましたが、岐阜電力は毎月月末締めというようなところがあり

ましたので、令和５年度と令和６年度では対象期間、令和５年度が令和５年

４月１日から令和６年３月14日までの349日で、令和６年度は令和６年３月

15日から令和７年３月31日までの382日となりまして、令和５年度と比較す

ると日数が33日増えたことが増加した要因と考えています。 

○長尾委員  すみません。単純計算してみてください。33日増えて120万円

増えたって、どんな比率ですか。 
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○委員長  暫時休憩いたします。 

午後３時15分  休 憩 

午後３時16分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑を続行します。 

 先ほどの長尾委員の質問に対する答弁をお願いいたします。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  こちら令和５年度との比較の中で、

やはり対象日数が33日増えたことが一つの大きな要因ということには変わら

ないのかなというのが健康づくり課としての所感でありますので、また令和

６年度と令和７年度を比較して明らかに増えておるというような状況になる

と、何らかの、来場者数の増加だとか、そういったことが要因になるのでは

ないかと考えられますが、実数的なところの令和７年度と令和６年度、令和

５年度と令和６年度の違いの中で、やはり年々夏場暑くなってきているとい

う状況もありますので、冷暖房の設定温度というか、そういったところの影

響も出てくるのではないかということを増加の一つの要因として、ほかにあ

るのではないかと考えております。 

○長尾委員  非常に納得できないです。この状態で決算を承認しろと言われ

るのは非常に乱暴な回答に聞こえるんですけど。内容は分からんけど、来年

にならんと分からんから今年承認しろと、今言われましたよね。とても信じ

られない答弁なんですけど、やはりちょっと納得いかないので、月別で要は

使用料がどれぐらいかかったかとか、分かりますよね、毎月払っているんで。

それのやつで出してください。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  まず４月が1,001万7,036.1使用量が

あります。電気料金が 45万 4,999円。５月分が１万 2,234.2で金額が 37万

1,273円、６月分が……。 

〔発言する者あり〕 

○健康づくり課長兼保健センター所長  こちら今、令和６年度の数字を報告

させていただいていますが、６月分が１万4,539.2に対して43万1,132円で、

７月分が１万7,924.5に対して53万692円、８月分が２万6,413.7に対して74

万9,155円で、９月分が２万 4,394.4に対して 65万 2,765円、 10月分が１万
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8,234.4に対して51万3,557円で、11月分が、まず中部電力になりますけれど

も１万2,738.5で38万7,255円で、11月分の岐阜電力分として追加があります。

こちらが7,818.5で24万9,031円、12月分が１万7,759.7で47万253円、１月分

が２万2,946.1に対して55万409円、２月分が２万3,766.1に対して57万1,299

円、３月分が１万9,253.2に対して49万4,879円という電気使用料を令和６年

度は支出したところでございます。 

 令和５年度のほうがちょっと今手持ちに資料がないので、後ほど答弁させ

ていただければと思います。 

○委員長  長尾委員、よろしいでしょうか。 

 後ほど当局から答弁があるということです。 

 ほかに質疑はございますか。 

○掛布委員  ではお聞きします。 

 成果報告書の230ページ、231ページのところに、がん検診の受診率などが

書いてあります。令和７年度から、改善点として受診の期間、期間のちょっ

と漢字が間違っているんですけど、期間の延長を実施していただくというこ

となので、受診率の向上は図られる、少しはよくなっていくと思うんですけ

れども、全般的に少しずつ伸びてはいるんですけれども、他市町と比べると

料金、自己負担金がさほどそんな違うわけでもないのに受診率がなかなか江

南市の場合振るわないという実態があって、県内比較すると、とんでもなく

２桁いっている、あるいは20％も受診率がある自治体もあって本当に驚くん

です。 

 やっぱり全般的に受診率が低いということは、どう改善される、何かそう

いう高いところをちょっと学んでいただいて、何とかできることがないかど

うか、頑張っていただきたいというのと、もう一点、230ページの表の上の

ところにマンモグラフィーの検診車が置けないので、保健センターのところ

には。造る前は置けるはずだったのに、できたら置けなくなっていたという

話。マンモグラフィーが置けるすいとぴあ江南まで検診車を持っていって、

すいとぴあ江南まで足を運んでもらわないと集団検診ができないというよう

なことで、これも何とか、例えばウィステリアプラザができた暁には、少し

でも真ん中の、市の中心部に検診車を移動させて、受診率が少しでも上がる
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ようにはできないのかなあと思うんですけど、この点はどうでしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  まずがん検診の受診の状況について、

伸びるようにするための方策の一つとしまして、まずは令和７年度からにな

りますが、６月16日から12月27日までといった実施期間の延長というような

方策で、対象者の人に受診の機会を多く与えるというようなところで取組を

進めております。 

 そうした中、８月の請求で前年度は1,600万円程度であった請求が今年度

は1,800万円ぐらいとなりましたので、早めに受診された方が多かったかな

というところと、逆に、９月の請求が増えていればよかったんですけど、９

月の請求が1,600万円だったところが1,400万円ぐらいに減るような予定とい

うことを今推計しておりますので、実施期間の拡充といったところが受診率

の向上につながっているかどうかといったところは、やはり今年も前年より

も暑い猛暑の日が続いているというような状況で、受診行動につながってい

ないところが一部ありますので、今後涼しくなってくる時期について、受診

勧奨といったような形で案内をしていきたいと考えております。 

 あと乳がんマンモグラフィーの検診車を布袋のｔｏｋｏ＋ｔｏｋｏ＝ｌａ

ｂｏで置けないというようなところにつきましては、すいとぴあ江南の多目

的ホールを借りてやる方法で現在運用しておりますが、大きく場所をすいと

ぴあ江南に変えたところから３年近くが経過しまして、市民の皆様からは、

北部地域の方からは検診場所が近くなったというメリットもありますし、特

に交通手段も市の公共交通の、市のバスもあるというような形の場所を確保

して運用しておりますので、また今後、すいとぴあ江南の運営の方針なども

考慮しながら、また市民の方が中心部で受けられるような、そういったとこ

ろを今後検討していく必要があるものと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、先ほどの答弁をお願いします。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  令和５年度と令和６年度の共用部の

ところの使用ワット数の比較の報告を今からさせてください。 
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 令和５年度の共用のところの４月が4,324.2キロワットアワーに対して令

和６年度が１万5,285.5で、５月が令和５年度が１万630.6キロワットアワー

に対して１万174.2、６月が令和５年度が１万2,516.1キロワットアワーに対

して令和６年度が１万2,815.6キロワットアワーで、７月が１万5,334.4キロ

ワットアワーに対して令和６年度が１万6,029.1キロワットアワー、令和５

年８月が２万1,728.8に対して令和６年度が２万3,968.3、令和５年９月が１

万9,745.2に対して令和６年度が２万2,395.9、令和５年10月が１万4,580.0

に対して１万 6,339.4、令和５年 11月が１万 6,648.6に対して 11月が１万

754.6、12月が１万5,557.6に対して１万5,364.9、１月が１万5,161.0に対し

て２万646.5、２月が２万1,118.7に対して２万1,573.9、３月が１万7,269.1

に対して１万7,202.1というような状況でございました。 

○長尾委員  今の話を聞くと、月によって多い月もあるし減っている月もあ

るじゃないですか。トータルで、だから今だと15％ぐらいトータルで増えた

という話なんだけど、別に運用として変わったわけじゃないと思っていて、

そこで何でそんなでじごじが月別に、先ほど11月以降契約が変わったところ

は当然ずれは出ると思うんですけど、前半の部分でいくと、例えば４月だと

減っているほうだったし、じゃなかった。大量に増えていたんだ。あれは去

年の４月、令和５年４月が開業だったので、開業の最初のスタート、立ち上

がりで少ないかなというのは何となく納得ができるんだけど、そこ以外のさ

っきのでじごじが分からなくて。 

 でも、先ほど言ったように運用は変わっていないですよね。運用が変わっ

ていない中で、先ほどちょっと来館者数が、利用者によってという話もあっ

たんだけど、そこでも平均して月10万円の差額が出るというのは何かなあと

いうのが、ちょっと納得感があまりなくて、だから運用が変わったとか、そ

うやって期間が変わったというならいいんだけど、何となくまだすごくもや

もやしていて、要は先ほど言ったように、また来年、実はもっとまたさらに

１割上がりましたとか、じゃあ実質どんだけ値段上がっていくのかというの

が気になるところでございまして、まあいいや、そこは置いておいて。すみ

ません、じゃあ別の質問をさせてもらっていいですか、共用部。 

○健康づくり課副主幹（野中）  すみません。 
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 実際には、最大ワットアワーによって基本使用料のほうが変わりますので、

そこから金額が一気に上がる、基本使用料が上がって金額が上がってきたと

いうことも考えられる部分の一つにはなります。 

○長尾委員  すみません、最後の確認だけです。 

 共用部と言われたんですけど、図書館とか保健センターとかというのを個

別に、図書館の中は図書館分として生涯学習費のほうで出ているんですか。

たしか電気代を見たらそこに載っていなかったので、全部がここに載っかっ

ていると思っていたんですけど、各施設ごと、例えば地域交流センターだけ

で出ているとか。 

 共用部だけだと、じゃあｔｏｋｏ＋ｔｏｋｏ＝ｌａｂｏは一体総額でどれ

だけの電気代がかかっているんだというのが不安になっちゃうんですけど、

もう一回教えてください。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  保健センターの電気料については、

４款の健康づくり費のほうで支出をしております。あと地域交流センターは

企画課のほうが支払いをしているような形です。あと子育て支援センターに

ついては子育て支援課が支払うような形で、図書館については生涯学習課の

ほうで支払いをしておりますので、それぞれの電気メーターのほうを個別に

つけておりますので、そのメーターを集計して支払いをしていただいている

というような状況でございます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて教育部教育課について

審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  それでは、教育課の所

管につきまして、該当箇所を説明させていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の58、59ページをお願いいたします。 

 上段でございます。 

 14款１項７目教育使用料、１節小学校使用料は、学校施設目的外使用料
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（電柱）はじめ４項目でございます。 

 その下、２節中学校使用料、学校施設目的外使用料（電柱）はじめ４項目

でございます。 

 次に、64、65ページをお願いいたします。 

 下段、15款２項６目教育費国庫補助金、１節小学校費補助金は、要保護児

童就学援助費補助金はじめ５項目でございます。 

 その下の２節中学校費補助金は、要保護生徒就学援助費補助金はじめ５項

目でございます。 

 次に、68、69ページをお願いいたします。 

 上段、15款４項５目教育費交付金、３節小学校費交付金は、学校施設環境

改善交付金でございます。 

 その下、４節中学校費交付金も学校施設環境改善交付金でございます。 

 次に、72、73ページをお願いいたします。 

 中段やや上、16款２項６目教育費県補助金、１節教育総務費補助金のうち、

右側備考欄、教育課所管は、放課後子ども教室推進事業費補助金はじめ４項

目でございます。 

 次に、74、75ページをお願いいたします。 

 中段、16款３項６目教育費委託金、１節教育総務費委託金は、キャリアス

クールプロジェクト事業委託金はじめ３項目でございます。 

 次に、76、77ページをお願いいたします。 

 中段、17款１項２目利子及び配当金、１節利子及び配当金のうち、右側備

考欄、教育課所管は、江南市横田教育文化事業基金利子はじめ２項目でござ

います。 

 次に、78、79ページをお願いいたします。 

 中段やや下、19款１項１目基金繰入金、１節基金繰入金のうち、教育課所

管は、江南市ふるさと応援事業基金繰入金はじめ４項目でございます。 

 次に、86、87ページをお願いいたします。 

 21款５項２目雑入、11節雑入のうち、右側備考欄、上段、教育課所管は、

小学生平和教育研修派遣事業費負担金はじめ２項目でございます。 

 次に、90ページ、91ページをお願いいたします。 
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 上段、22款１項７目教育債、１節小学校債で学校施設改修事業債、その下

２節中学校債、学校施設改修事業債でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 大きくはねていただきまして、310、311ページをお願いいたします。 

 上段、10款１項１目教育支援費でございます。 

 次に、316ページ、317ページをお願いいたします。 

 中段やや下、10款１項２目教育環境費でございます。 

 次に、324、325ページをお願いいたします。 

 上段、10款２項１目小学校費でございます。 

 次に、332、333ページをお願いいたします。 

 中段、10款３項１目中学校費でございます。 

 教育課所管については以上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○伊藤委員  これはちょっと教育長にお聞きしたいんですけれども、実際、

成果報告書の129ページ、いじめ・不登校対策事業ということで、江南市と

しては喫緊の課題であると私は思っております。厚生文教委員会の研修会も

今度、不登校対策の研修を行う予定にしております。 

 この後また議題に出ますけれども、そうした中、それを解決するために、

校内の教育支援センターを順次開設されていますよね。現在３校で、今度は

布袋北小学校ということで、いろいろ対策を考えておられる状況なんですけ

れども、これ１年に１校の順次となりますと、まだ６年かかりますよね。そ

うしたことでこれってもう少し早く、１年に１校じゃなくて、もっと早くこ

の対策を、支援センターを造る意向は教育長にはあるのかどうか、その辺り

ちょっとお聞きしたいです。 

○教育長  今お尋ねいただきました件については、学校現場のほうも、校内

教育支援センターの必要性については強く要望しているところがございます

ので、当教育委員会におきましても、できるならば本当にスピード感を持っ
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て全小学校に早く設置をしたいと望んでいるところでございます。 

○伊藤委員  ありがとうございました。以上でございます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○大薮委員  備品の関係をちょっとお尋ねしたいんですけど、ずっと過去を

ちょっと繰ってみますと、必要な関係としては、備品の中で、特に最近新聞

に載っているようなカメラの関係、監視カメラとかそういったものの関係に

ついて、予算要求等がされているところが見つからなかったんですが、何か

別の項目で載っているのか、それとも実際に予算要求はなかったのか、その

辺ちょっとまず１つお答えいただけますか。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  まずカメラの設置状況

だとか、財源についてお答えさせていただきます。 

 市内小学校10校、中学校５校で、まず小学校につきまして合計で31台設置

をしております。そのうち、布袋北小学校については防犯カメラの設置はな

い状況となっております。中学校につきましては、合計で25台の設置を確認

しております。 

 財源につきましては、現在教育委員会で把握しているものにつきまして、

寄附で受けたものが35台で、市費で購入したもの６台で、古いためちょっと

どういう、市費で買ったのか寄附を受けたのか分からないという不明のもの

が15台ということになっております。 

 市費で６台、先ほど買いましたという御答弁をさせていただいたんですが、

これにつきましては、もともと寄附を受けて設置していまして、それが故障

とかになりまして市費で買い換えたというものになりますのでよろしくお願

いします。 

○大薮委員  ちょっと分からないところがあって、その寄附を受けたものに

対して私費になったというのがよく分からなくて、もし寄附を受けたものに

対して故障すれば、これ予算要求すれば出てくるんじゃないですか。これな

ぜ私費になっていくのか。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  市費で購入したものに

ついては学校施設管理事業、こちらのほうで修繕費として修理をしておりま

す。 
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○大薮委員  修繕費として要求があったから、それで出しているということ

で、理解でいいですか。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  はい、そのとおりです。 

○大薮委員  実際にこの不明というものに関してですが、これは稼働してい

る、していない。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  まず小学校の31台、先

ほど申し上げたんですが、そのうち３台が故障しております。中学校の25台

と先ほど申し上げたんですが、そのうち１台が今故障している状況です。 

○大薮委員  実際、いろいろ記事を読んでいると、ほとんどきちっと予算要

求されたとか修繕等で出ているんですが、本来これ学校側が私費で購入して

設置するということは本来あってはならないというふうに僕は理解している

んですが、これはどのように我々は理解したらいいのかというところなんで

すけど、答えられるところで結構です。一般質問になってしまうといけない

ので、ここで答えられることを答えてください。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  学校で業務上必要な備

品だとかいうものについては、当然ながら学校のほうから必要だということ

を要求を受けて、予算立てをして購入していくということが原則というふう

に考えております。 

○大薮委員  そうなりますと、僕らがちょっと矛盾を感じるのは、これ多分

教育長かどなたかが答えられた新聞記事に対して、犯罪を防ぐためにこのカ

メラを設置したということになるんですよね。防犯ということですよね。防

犯ということならば、犯罪を誘発するような、誰にも言わずに取り付けたと

かという話も新聞の中で出ていますよね。ちょっと矛盾が出てくるんですけ

ど、それはどうなんでしょうか。 

〔「暫時休憩して」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  暫時休憩します。 

午後３時48分  休 憩 

午後３時48分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○大薮委員  そのことに関しては、またぜひにでも、一般質問になってしま
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うといけないので、一般質問じゃなくてもいいですから、全員協議会などで

結構ですので、そのことが防犯にならないかどうかということでまたお答え

いただけることをお約束いただいて、ぜひとも今後、要望ですよ。要望で、

防犯としてのカメラをきちっとつけていただければ、我々もこれ例えば予算

だとか決算などで、私は多分全員が防犯カメラは誰も反対しないと思うんで

すよ。反対するものではないと思うので、その辺だけひとつよろしくお願い

します。要望です。結構です、それで。 

○委員長  要望として、お願いいたします。 

 ほかに質疑はございませんか。 

○掛布委員  成果報告書で、先ほどもありましたけど、129ページの校内教

育支援センター、令和６年度は門弟山小学校につけましたということなんで

すけど、令和７年度から布袋北小学校の校内教育支援センターがもう稼働し

ているというふうに私認識したんですけど、ということは令和６年度中にも

布袋北小学校の校内教育支援センターの整備工事というのはやられていない

といけないんですけど、どこにも決算に出てこないんですけど、それは一体、

布袋北小学校の整備費はどこに行っちゃっておるんでしょうか。 

○教育課管理指導主事  布袋北小学校のスタートにつきましては、４月当初

につきましては、指導員が４月１日からの任用ということもありまして、そ

の４月の前半の期間のところで整備をしまして、併せて校内での共通理解を

図った上で募集を行っていったと、そういう期間が４月の頭にございました。 

○掛布委員  それで布袋北小学校のは令和６年度決算に出てこないというこ

となんですけど、この門弟山小学校、令和６年度決算をはじめ今まで設置さ

れた古知野東小学校、宮田小学校、布袋北小学校もそうですけど、校内のど

こに校内教育支援センターを造られているのでしょうか。 

 それともう一つ、校内教育支援センターに専任の会計年度任用職員を置い

ていただいたのか、いただくことになったのか、ちょっとその辺の年度の切

り替わりが分からないんですけど、校内教育支援センターに張りついていた

だく会計年度任用職員の資格、どのような資格を持たれた方がそこに従事さ

れているんでしょうか。 

○教育課管理指導主事  まず教室ですけれど、学校のほうと相談をしまして、
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例えば教室に入りにくい子たちが、教室に近いところだと分かってしまって

行きにくい、そんな状況もあったりしますので、少し離れた体育館の一部の

部屋を用意するという学校もあります。 

 それから逆に、空いている空き状況もあるんですけれど、学校によって、

全く交流がないのもちょっと、今度復帰等が難しくなるのではないかという

こともあって、例えば音楽室の近く、少し普通教室とは離れている場所です

けれど、そういった場所に設置しているところもあり、学校によって様々ま

た考え方もあります。それから、教室の空き状況もどうしてもありますので、

それぞれの学校によって様子が少し違うところがございます。 

 それから、各学校につきましては、市の会計年度任用職員の指導員が配置

をそれぞれされております。今年度、４校で開設しておりますので、４校に

会計年度任用職員がそれぞれ１人ずつ配置されているところです。 

 なお、資格につきましてですけれど、特別な資格ということは条件にはご

ざいませんけれど、やはり不登校の子供たちに対応していくのにはある程度

の経験が必要だということもありますので、面接のときにその辺りは判断を

させていただいております。実際には、元教員とか、それから元心の教室相

談員とか、経験のある方にやっていただいているのが現状になります。 

○掛布委員  それで勤務時間は何時間に設定されていたのでしょうか。 

○教育課管理指導主事  校内教育支援センターの指導員につきましては、８

時半から16時までのうち５時間、年間975時間という時間の中で、こちらに

つきましてもスタートと終わりの時間につきましては学校と相談をして５時

間の勤務というふうにしております。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  決算書の311ページの中ほどに、安全・衛生事業として報償費、

産業医謝礼ということで180万円というすごい私にとっては高価な産業医の

謝礼があるんですけれども、これは恐らく先生方の在校時間の把握などをや

られた結果、在校時間がそれこそ週に40時間とか45時間とか超えている問題

ありという教員に対して、指導というか産業医の手当をされていると思うん

ですけど、実際在校時間の把握、令和６年度はタイムカードも設置されたは

ずなんですけど、平均の在校時間は出ておりますでしょうか。小学校で平均
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何時間だった、中学校で何時間だったという、教えてください。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  すみません、今手持ち

資料がございませんので、後ほど報告させていただきます。 

○掛布委員  戻っていくんですけれども、産業医の指導を受けられたケース

というのは何件かあったんですよね、何件ほどあったんでしょうか。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  令和６年度につきまし

ては、面談を受けた方がお見えになりません。 

○掛布委員  ゼロだけど180万円はお支払いしたよと、そういうことなんで

すね。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  こちらがですね、労働

安全衛生法により、常時50人以上従事者が使用する事務所に設置する義務が

あるということで配置をしている状況です。 

○掛布委員  先生に穴が空くというのがすごく問題になっていて、年度当初

に教職員が、担任がいないとか、先生が足りないとかいうことがかなり問題

になって、またそこを何とか埋めても年度途中で産休、病休、いろいろ発生

して、またそこで穴が空くと、どんなふうに対応されるか、各校長先生が大

変御苦労なさってすり減っていくというようなこともちょっと聞いているん

ですけど、江南市、令和６年度について、教員の不足状況というのはどのよ

うだったんでしょうか。年度当初と途中の状況と教えてください。 

○教育課管理指導主事  年度当初につきましては、基本的に穴が空いている

という状況はほぼなかったです。 

 ほぼといいますのは、具体的な数字をいうと２名ほどは令和６年度のスタ

ートについては、要は当初充てられるべき枠としてはあったんですけれど埋

まらなかったと。ただし、これについては、例えば担任の先生であるとか、

そういった先生が埋まらなかったわけではないという状況ではあります。 

 また、年度途中につきましては、やはり先ほどおっしゃられましたように

お休みに入られる、産休、育休とも含めてお休みに入られる方がお見えであ

りましたけれど、なかなか代わりにいわゆる常勤の先生を見つけることは大

変苦労をしました。全てが常勤でカバーできるわけではございませんでした。

その代わりに、非常勤の先生方に入っていただいて、授業についてカバーを
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していただける体制を整えたというのが昨年度の状況であります。 

 また、令和７年度につきましては、スタートでは未配置はなかったわけで

すけれど、年度途中の状況については変わらないという状況で、お休みにな

る方については常勤で埋めることはできずに非常勤の方に授業分を持ってい

ただく、そういった苦労をそれぞれの学校でしていただいているのが現状で

あります。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○大薮委員  ちょっと確認なんですけど、成果報告書の98ページのインター

ンシップの関係です。 

 職業体験なんですけど、現在はこれ、あれですか。子供たちは市内の企業、

市外市内問わず、どちらですか。 

○教育課管理指導主事  市外も含まれております。 

 ただ、江南市のほうで職場体験の実行委員会を開いておりまして、市内で

共通のリストを作っておりますので、江南市の職業体験が可能な場所を主な

ところとして共有しているわけですけど、市外も含めてできる限り多くの選

択肢が子供たちが持てるように努力をしているところです。 

○大薮委員  恐らく令和５年度から再開ですので、まだきちっとそろってい

ない状態だとは思うんですけれども、ちょっとあるところから聞いた話が、

高齢者施設とか、そういう施設があまりにも多過ぎて、希望するのになかな

か希望のところへ行けないというような声がありまして、これはこれから改

善されるという理解でよろしいですか。 

○教育課管理指導主事  先ほど申し上げました実行委員会の中に、例えばラ

イオンズクラブの方であるだとかロータリークラブの方であるとか、青年会

議所の方であるとかも委員として参加をしていただいておりますので、そう

いったところにも要請をしながら、新しいところの業種であったり店舗の開

拓等を御協力いただいているところでございます。 

○大薮委員  そういった新たなところへの展開をされてみえるというんです

けど、他市町を聞いてみますとやっぱり議会なんかにもインターンシップを

依頼しているような市があるので、私も今回は高校生やったんですけど、中

学生なんかもいいなあと思っているんで、議会に何の仕事もないというのは
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ちょっと寂しい。これも職業ですので、ぜひともまた要望でお願いします。

以上です。 

○委員長  要望ですね。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  決算書の325ページの一番下段、学校補助教員配置事業、これ

は小学校、中学校のほうは335ページの上のほうですけど、中学校の学校補

助教員配置事業とあるんですけど、今補助教員は各校１人もいらっしゃらな

い、何か足らないなと思うんですけれども、補助教員がどういう仕事に配置

されているのか。少人数授業とかティーム・ティーチングとかあるんですけ

ど、主にどのような働き方、授業の補助をやっておられるんでしょうか。 

○教育課管理指導主事  今おっしゃられましたように、いわゆる少人数指導

等を中心に行っております。 

 少人数指導といいますと、ティーム・ティーチングも含んでの少人数指導

を行っていただいているというふうに、今の現状になっております。 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、続いて学校給食課について

審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  それでは、学校給食課

所管について、該当ページを説明させていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の58、59ページをお願いいたします。 

 上段でございます。14款１項７目教育使用料、４節保健体育使用料は学校

給食センター目的外使用料（電柱）はじめ３項目でございます。 

 次に、82、83ページをお願いいたします。 

 下段の21款５項２目雑入、９節学校給食センター給食費徴収金は、小学校

児童職員徴収金はじめ４項目でございます。 

 次に、86、87ページをお願いいたします。 

 21款５項２目雑入、11節雑入のうち、学校給食課分は廃食用油売払収入は

じめ５項目でございます。 

 歳入については以上でございます。 
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 続きまして、歳出でございます。 

 大きくはねていただきまして、362、363ページをお願いいたします。 

 中段、10款５項２目学校給食費でございます。 

 学校給食課所管については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  成果報告書の127ページに新学校給食センター整備等事業のモ

ニタリング業務委託について書かれているんですけれども、これは工事の進

捗管理のモニタリングということなのかなと思うんですけど、具体的にどの

ようなことをやられたのかということと、これセルフモニタリングなのか、

どういう形のモニタリングだったのかということと、その実施内容のところ

に施設整備協議会を毎月１回、12回開催したというのは、ちょっとこれ何だ

ろうなという、ちょっと分からないので内容を教えてください。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  新学校給食センター建

設に伴っての委託を出しておりまして、整備を進めるに当たって委託したコ

ンサルから支援、助言を行っていただくものになります。 

 例えば、毎月１回、協議会を開いておりましたが、昨年の状況でいいます

と今年度、令和７年９月に供用するに当たって、そこの例えば基本設計だと

か実施設計の確認というものを民間事業者、各ＳＰＣの企業に参加している

事業者が集まって、それぞれの進捗状況を確認し合うというようなものにな

っています。 

○委員長  ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて生涯学習課について審

査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○教育部長  生涯学習課の審査をしていただく前に、１点御報告がございま

す。 

 令和６年度決算に係る主要施策の成果報告書の記載に誤りがございました。

具体的な訂正箇所について御説明申し上げますので、成果報告書の130ペー
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ジをお願いいたします。 

 ひとづくり分野の事務事業名、集会所建築費補助事業につきまして、２の

実施内容及び３の取り組みにおける課題のうち、文章中に「一般社団法人」

となっておりますが、正しくは「一般財団法人」でございます。 

 また２の実施内容の建築概要のうち、建築場所「江南市木賀東町区新塚75

番地１」となっておりますが、正しくは「江南市木賀東町新塚75番地１」で

区が余分でございますので削除でお願いしたいと思います。おわびして訂正

をさせていただきます。 

 なお、定例会の最終日に議場におきまして、私から改めて訂正の報告をさ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。大変申し訳ございません

でした。 

○委員長  では、補足説明をお願いいたします。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  それでは、生涯学習課の所管につきま

して、該当箇所を御説明申し上げます。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の54ページ、55ページの下段をお願いいたします。 

 14款１項２目民生使用料、１節社会福祉使用料でございます。 

 55ページ、備考欄の生涯学習課所管分、学習等供用施設使用料はじめ４項

目でございます。 

 次に、58ページ、59ページの中段をお願いいたします。 

 14款１項７目教育使用料、３節社会教育使用料の公民館使用料はじめ９項

目でございます。 

 次に、68ページ、69ページの上段をお願いいたします。 

 15款４項５目教育費交付金、２節社会教育費交付金の外国人受入環境整備

交付金でございます。 

 次に、72ページ、73ページの中段をお願いいたします。 

 16款２項６目教育費県補助金、２節社会教育費補助金の放課後子ども教室

推進事業費補助金はじめ２項目でございます。 

 次に、76ページ、77ページの上段をお願いいたします。 

 17款１項１目財産貸付収入、２節使用料及び賃貸料でございます。 
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 77ページ、備考欄の生涯学習課所管分、図書館自動販売機設置場所貸付収

入はじめ２項目でございます。 

 次にその下、２目利子及び配当金、１節利子及び配当金でございます。 

 77ページ、備考欄の生涯学習課所管分、江南市図書館整備事業基金利子で

ございます。 

 次に、78ページ、79ページの下段をお願いいたします。 

 19款１項１目基金繰入金、１節基金繰入金でございます。 

 79ページ、備考欄の生涯学習課所管分、江南市図書館整備事業基金繰入金

はじめ２項目でございます。 

 次に、82ページ、83ページの中段をお願いいたします。 

 21款５項２目雑入、10節電話料収入の電話使用料（学習等供用施設）でご

ざいます。 

 次にその下、11節雑入でございます。 

 はねていただきまして、87ページ、備考欄の中段、生涯学習課所管分、コ

ピー等実費徴収金はじめ６項目でございます。 

 次に、88ページ、89ページの下段をお願いいたします。 

 22款１項２目民生債、１節社会福祉債でございます。 

 89ページ、備考欄の生涯学習課所管分、学習等供用施設改修事業債でござ

います。 

 次に、90ページ、91ページの中段をお願いいたします。 

 22款１項７目教育債、３節社会教育債の市民文化会館改修事業債はじめ２

項目でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 180ページ、181ページの下段をお願いいたします。 

 ３款１項５目学習等供用施設費で、備考欄、学習等供用施設維持運営事業

から183ページ上段、学習等供用施設整備等事業まででございます。 

 大きくページをはねていただきまして、340ページ、341ページの中段をお

願いいたします。 

 10款４項１目生涯学習費で、備考欄、人件費等から、進んでいただきまし
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て349ページ中段、生涯学習基本計画策定事業まででございます。 

 次に、その下の下段をお願いいたします。 

 10款４項２目文化交流費で、備考欄、文化振興事業から355ページ上段、

外国人児童生徒放課後学習支援事業まででございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  決算書の343ページの中ほどにあります生涯学習推進事業の生

涯学習講座事業のところに、報償費として講師等謝礼という５万4,300円が

あるんですけれども、これ毎年度毎年度、令和６年度もそうなんですけれど

も、いわゆる講師をどこから呼んできてやっておられるかというのについて

は、何か決まり切ったようにモラロジー道徳教育財団ということで、本当に

もうほかはあり得ないように指定席みたいになっているんですけれども、本

当にちょっとなぜなのかなあと。もっとほかの幅広いいろんな、いわゆる生

涯学習の講座ですのでもっと幅広い内容でやれないものかなあ、ちょっとど

うなのかなあと思ったので、理由をお聞きしておきたいと思います。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  特段の理由はございませんが、今掛布

委員がおっしゃられるように例年、最近はモラロジーのほうにお願いをして

やっていただいております。 

 今後につきましては、ちょっと違った視点も含めながらやっていただくと

いうことも可能になりますので、そういったことも検討しながら進めていき

たいと思います。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  成果報告書の134ページ、決算書の353ページの中ほどに埋蔵文

化財確認調査事業847万円とあるんですけれども、執行率100％ということで

余らなかったという、予算を組んで一円も余らなくて財源が全て一般財源と

いうことで、これは曽本の工業用地整備事業の予定地で埋蔵文化財調査、確

認をしたということなんですけど、きちんと、どんな内容でどんな成果が得

られたか、何でこんな847万円も全額一般財源を使ったかという説明がほと

んどないもんですから、どうだったかというその成果ですね。それをちょっ
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と、ここから何が得られたかというのを説明していただきたいと思います。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  こちらの確認調査につきましては、曽

本地区の工業用地予定地において実施したものでございます。 

 こちらの敷地につきましては、令和元年度に試掘調査をしたところになり

ますが、その際に新たな埋蔵文化財の包蔵地である曽本二子遺跡が確認され

ましたので、今回の確認調査につきましては、令和元年度に見つかりました

埋蔵文化財の包蔵地の範囲をより詳細に確認するために実施したものでござ

います。こちらにつきましては、広さ２平方メートル、深さ１メートルの穴

を掘って調査を実施しております。 

 こちらにつきましては、令和７年３月の委員協議会のほうでも御報告をさ

せていただいておりますが、確認調査をしたところ、こちらにつきましては

令和元年度に行いました試掘調査と同じような結果が得られまして、微高地

が集落として展開していたと考えられるというような報告を受けております。

その旨、事業の主体であります企業誘致推進課のほうにも報告をしておると

ころでございます。 

 こちらにつきましては、８者で入札のほうをしております。その結果の決

算額という形になるかと思います。 

○掛布委員  全然不用額が一円も出ていないというのはなぜかな、不思議な

んですけど、予算を組んだ全額100％執行というのは、執行残というか入札

差金というのは一円もなく100％で落札したということなんですか、予定価

格の。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  予算計上させていただく際に、当然見

積りのほうを取らせていただいて、その見積りでもって予算のほうを計上さ

せていただいている中で、入札をさせていただいた結果という形になります。  

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いてスポーツ推進課につい

て審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長  それでは、スポーツ推進課の所



１０２ 

管につきまして、該当ページを御説明させていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の58ページ、59ページの中段やや下をお願いいたします。 

 14款１項７目教育使用料、４節保健体育使用料でございます。備考欄のス

ポーツ推進課所管分は、スポーツセンター使用料をはじめ13項目でございま

す。 

 次に、74ページ、75ページ中段をお願いいたします。 

 16款３項６目教育費委託金、２節保健体育費委託金でございます。備考欄

のスポーツ推進課所管分は、地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金で

ございます。 

 次に、76ページ、77ページをお願いいたします。 

 17款１項１目財産貸付収入、２節使用料及び賃貸料でございます。備考欄

のスポーツ推進課所管分は、スポーツセンター自動販売機設置場所貸付収入

でございます。 

 次に、少し飛んでいただきまして86ページ、87ページをお願いいたします。 

 21款５項２目雑入、11節雑入でございます。87ページの中段、備考欄のス

ポーツ推進課所管分は、コピー等実費徴収金はじめ５項目でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 354ページ、355ページ中段をお願いいたします。 

 10款５項１目スポーツ推進費でございます。右側の備考欄、人件費等から、

少しページが飛びまして363ページの学校体育施設開放事業まででございま

す。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○掛布委員  359ページの上からすぐのところにスポーツプラザ維持運営事

業ということで、スポーツセンター、武道館も含めて約１億円の運営経費が

令和６年度決算として上がっているんですけれども、もちろん利用者から使

用料を徴収されたわけですけれども、この運営経費を使用料でどれぐらいの

割合賄えていたんでしょうか。 
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○スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長  スポーツプラザ維持運営事業の

ほうになります。 

 歳入のほうではスポーツセンター使用料、武道館使用料ということで約

500万円ほどの歳入で見込んでおります。歳入で入ってきております。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○掛布委員  利用の動向で、ちょっとコロナ禍を経ていろいろ減ったり、順

調に増えていったと思ったけど減ったけどというようにいろいろあったと思

うんですけれども、ほぼ落ち着いていると思うんですけれども、せっかく造

ったスポーツプラザがしっかり利用されているかということが重要なんです

けど、利用状況として、一般質問でどなたかが取り上げたこともあったんで

すけど、トレーニング室の利用というのがやはりちょっと落ち込んでいて問

題ではないのかなあと思うんですけど、どんな状況だったでしょうか。 

○スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長  トレーニング室につきましては、

令和４年度ですけれども、こちらのほうが人数でいきますと２万8,590人で、

令和５年度が２万8,602人で令和６年度が２万7,102人ということで、委員言

われるとおり若干減っていく状況でございます。 

 この中で、今年度につきましては新しく委託会社が令和７年度から変わっ

ておりますので、その中でいろんなやり方とか、ジムのトレーニングでの、

どういったやり方をやったらいいかとかいった、そういった組立て方もいろ

いろと今検討して考えていただいている状況でございます。 

 そうしたことで、最近は高齢の方の利用がちょっと多くなってきていると

いうのが現状でございます。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、先ほど、議案第90号の……。 

○スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長  すみません。先ほどの使用料の

ほうの、ＫＴＸアリーナのほうの歳入のほうですね。こちらを500万円と言

っておりましたが、約4,000万円ですね。すみません、合計欄と間違えてお

りましたので。細かい数字でいきますと約4,700万円でございます。 

○委員長  先ほどの議案第90号の教育課の審査の中、掛布委員の質疑に対し
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て答弁保留となっていましたところについて、当局からの答弁を求めます。 

○教育課長兼学校給食課長兼学校給食センター所長  貴重なお時間をいただ

き、申し訳ございません。 

 先ほど掛布委員からの御質問の回答について、報告させていただきます。 

○教育課管理指導主事  失礼いたします。 

 昨年度、令和６年度のいわゆる県費の常勤の先生方、478名を対象にして

平均を出しました。年間でいいますと、平均が、いわゆる勤務時間外の在校

時間が年間で403時間、これを12月で割りますと33.6時間になります。ただ

し、月では、例えば８月、いわゆる夏季休業等についてはほぼ在校時間がゼ

ロに近い数値、また４月等の繁忙期につきましてはかなり高い数値になりま

すので、そちらについては月によって変わってきますけれど、平均としては

こういった数値になります。 

○掛布委員  小学校と中学校で相当差が出ると思いますし、一番繁忙期の４

月において、小学校で平均何時間、中学校で平均何時間だったかというのは

出ているでしょうか。 

○教育課管理指導主事  月ごとの平均について、ちょっと出していないのが

現状でありますけれど、小学校と中学校で比較しますと、年間での比較とな

りますが、小学校のほうは年間で375時間、12月で割りますと31.2時間、そ

れから中学校のほうは年間で453.6時間、12月で割りますと37.8時間という

数値に昨年度についてはなっております。 

○掛布委員  順調に成果が上がって、多忙化解消、在校時間の減少というの

はちゃんと進んでいるんでしょうか。 

○教育課管理指導主事  この調査が始まった当初につきまして、80時間とい

うのがまず１つ目安でスタートしました。その80時間で見ますと、例えば繁

忙期である４月につきましては80時間を超える人数はおよそ90人から30人ぐ

らいと、数値はおよそ３分の１になっています。80時間を基準で見ますと。

令和５年度と令和７年度を比較しますと。 

 ただし、45時間で見ますと、そこまでの減少率にはなっていないというこ

と。また、今国のほうは、より在校時間を減らすということを目指しており

ますので、その辺りはやはりもう少し工夫ができるところがないかというこ
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とを研究しているところであります。 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終結いた

します。 

 暫時休憩いたします。 

午後４時33分  休 憩 

午後４時33分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第90号を挙手により採決します。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長  挙手多数でございます。よって、本案は原案のとおり認定されま

した。 

 暫時休憩いたします。 

午後４時34分  休 憩 

午後４時35分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日の議題もまだ残っていますが、本日の委員会はこの程度にとどめ、22

日月曜日午前９時半から委員会を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 

 

午後４時36分  閉 会 
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